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「コミュニケイション倫理学」における道徳規範の基礎付け

-W.クールマンの所論に対する批判的考察-

山本 達

倫理学教室

(平成3年10月15日受理)

はじめに

道徳原理の問題、ないしは道徳規範の哲学的基礎付けの問題は、倫理学における主要なテー

マの 1つであろう O 昨今の欧米では、その問題に対する哲学的な取組が改めて見直されている

ようである Oその問題解決へ向けて、様々の哲学的立場からの様々の仕方での試みが見られるo

そうした中でわれわれは、アーベルによって唱えられた「超越論的語用論 Transzendentalprag-

matikJ からする規範倫理学の基礎付けに、注目してみた ~'o その哲学的倫理学の試みは、アー

ベル、及び彼を継承する W.クー Jレマンや D.ベーラーらによって、「コミュニケイション倫理

学」ないしは「討議倫理学」と呼ばれる。この倫理学は、一方で、認識の可能性の条件及び倫

理・道徳の可能性の条件を批判的に問うという伝統的な超越論的問題を、哲学の典型的問とし

て認める。しかし他方で、伝統的な超越論的哲学が行なうように、これらの諸条件を、意識の

アプリオリとしての超越論的主観性に遡及することによって基礎付けることをしない。その超

越論的基礎は、どこまでも「言語遂行的な」 コミュニケイションないしは「討議」のアプリ

オリに、求められるのである。このような方法によって、倫理的根本規範が一体どのようなも

のとして呈示されるのか、文どのような仕方で基礎付けられるか、われわれはコミュニケイショ

ン・討議倫理学の基本的立場を明らかにすると共に、その試みがはたして、く道徳規範の基礎

付け〉という哲学的倫理学の本来の意図と課題とに関して、問題点、を残していないのかどうか

を検討して見たい。

1.道穂規範の哲学的基礎付けの必要性

クールマンは、道徳規範の哲学的最終基礎付けの問題を提起するにあたって、先ず、道徳規

範の哲学的基礎付けというものが、そもそも必要なことなのかどうかという問いを、挙げてい
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るO 最初に、この間をわれわれは、コミュニケイション倫理学がそこから出発する問題状況を

明らかにするための手掛かりにしたい。

コミュニケイション倫理学の主唱者たちは、もちろん、道徳規範の哲学的基礎付けを実践的

に必要なことだ、と主張するo そしてこのことをクールマンは、その実践的必要性を認めまい

とする論者への反論という仕方で、示そうとする。<道徳規範の哲学的基礎付け>に対する否

定的見解を更に反論するというやり方が、一般に、この種の倫理学の形式的な方法論的特徴を

表わしていると言ってよい。

クーノレマンは、上の聞に否定的に答える論者として、例えば、 H.リュッベを挙げる。リュッ

ベは、どうして<道徳規範の哲学的基礎付け>を不必要である、と考えるのであろうかD

彼は(1)、規範の基礎付け(の手続き)と規範の実施或は発効(の手続き)とを区別するo

この区別を立てることで¥一方で、前者の問題の陳腐さが指摘されるO 他方では、規範問題の

実践的重要性の力点が、規範の純粋学術的な基礎付け問題ではなくて、規範の実施問題に移さ

れるのであるO 彼によれば、両者の区別は、規範の事態的妥当と社会的妥当との区別に対応す

るO 規範の事態的論理的妥当を請け合う試みとしての規範の基礎付けが、規範の社会的妥当を

おのずから打ち立ててくれる訳ではな t'o規範が社会的に妥当するに至るのは、議決に与かる

多数者の同意に依るのであって、それは常に、制度的な規範発効の手続きの結果として生ずる

ものに他ならない。もっとも、多数の者が当の規範をよく基礎付けられた規範だと見なしてい

ない、というのであるならば、この多数の者がその規範に同意を与えるようなことはないであ

ろう o しかし、世論というものが支配しており、そこにおいてそうした多数者が形成されてい

るならば、規範を方法論的に基礎付けるというようなことは、些細なことだ、と。

リュッベは、規範の基礎付けを実践的に些細な問題だと見なす。規範の基礎付けは、実践的

に意味のある自立的な問題とは見なされ得ない。規範の基礎付けが実践的に意味のある仕方で

問題とされ得るためには、その問題は規範の実行・実施の制度的手続きの一部分とされなけれ

ばならない。規範の基礎付け問題は、結局、一種の技術的問題に還元されるo 規範の基礎付け

のために技術的・科学的合理性以上のものが動員されてはならなL¥と彼は考える (2)のである。

リュッべによれば、公共の場で、事実どのような手続きで、規範の基礎付けがなされている

のかが問題なのであるO その現実的手続きの一つの類型を彼は、く諸国家聞における捕鯨漁獲

割り当て>という具体的問題実例に即しながら、次のように示す ωo 1)意見衝突の状況記

述。 例えば当事者間で物件(鯨)利用が競合し、しかも、その物件の撲滅が予想されるような

状況の記述。 2)当事者に共通の意志の確定、紛糾した状況から生じる相互的損害を、この状

況を変更することにより予防しようとする意志の確定。 3) 1)の状況を、 2)の共通的意志

に即するよう改変するために適した行為を、指定すること。例えば、種の救済に見合うだけの

漁獲割り当ての確定。 4)あらゆる当事者に 3)を指示するところの規範を方式化すること O

簡単に素描すれば以上のようであるO

-2-



「コミュニケイション倫理学」における道植、規範の基礎付け

彼にとって実践的に意味のある規範基礎付けは、当事者聞における意見衝突的問題状況を解

決するために適切である手段・方法としての一定の規範を、方式化することに他ならない。規

範基礎付けの手続きの出発点は、当事者聞における共通意志を確定することにおかれ、この意

志の目的に遡及することによって一定規範が正当化される、と言うのであるo 当事者聞の意見

積突を越えて、その上位に置かれている共通的意志を効果的に実現することが、こうした規範

基礎付けの手続きの主眼とされる。例えば、く種の救済に見合う漁獲割り当て>の遵守を指定

する規範は、く将来に亙って尚、捕獲できる>という上位の共通的意志に遡及することによっ

て、その場合にのみ基礎付けられ得る。その意味でそうした規範は、 「技術的」である ωo

従って、結局のところ、リュッベの説く規範基礎付けの手続きにおいて問題とされることは、

共通的意志の上位目的に対する手段・方法の合目的性に関して決定を下すことにある。その際

しかし、その上位目的それ自身は、問題とされることなく、その手続きにとって確定的なもの

として前提されたままなのであるo

共通的意志及びその上位目的を根拠付けようとすれば、その最終基礎付けは道具的・技術的

合理性の限界を越えた問題であらざるを得ない。彼の立場からすれば、こうした規範のく非技

術的な>最終基礎付けの問題は、実践それ自身においては、意味ある問題として提起され得な

いのであるo 実践的な問題解決にとって実効的な規範の設定は、当事者間にできるだけ速やか

に共通的意志を確定し、且つその上位目的に効果的に遡及することで、十分に可能なことなの

である O 道徳的に有意義な意見衝突も、結局、単純な技術的手段で解決され得るとされるので

ある〔5〉o

以上のように、リュッベが規範の哲学的最終基礎付けを不必要と考える理由は、第 1に、規

範の最終基礎付けの問題が実践的に無意味な問題であり、むしろ規範に関して現実的に最も重

要な問題は、規範の実施の問題である、とされるからである O 第 2には、この実施問題との繋

りで捉え直されるべき規範の基礎付けが、純粋に道具的・技術的合理性の立場で処理され得る

ような陳腐な問題に還元されるからである。

更に、彼によれば、道徳的或は法律的規範を哲学的に最終的に基礎付ける試みは、それ自身

が、道徳的にいかがわしく有害であり、又危険でもあるという理由が挙げられるO 彼はこの場

合、一定の道徳的・法律的規範が反駁できないものとして基礎付けられると見なす信念自身を

問題視するD そのような信念がはらむ或る種の道徳的危険に注目するのである O 規範を正当化

する強力な基盤は、これに基づいて倫理の妥当を確信するような、その規範の擁護者をして、

その確信を分かち持たない人々に対しては、甚だ不寛容な態度を執らせるであろう O それは、

「徳の暴力」であるO ここでは、規範の絶対的正当化と道徳的寛容とが不釣り合いであること

への懸念が表明される (6)O

く規範の哲学的な最終基礎付けは必要であるか否か>の聞に対するリュッベのこうした否定

的見解に対して、クールマンは反論する。クールマンに言わせれば、規範の哲学的基礎付けを
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不要と見るリュッベの主張は、それぞれの論拠にわたって批判され得るし、又されなくてはな

らないのであるO 第 1の論拠、即ち、規範問題に関して実践的観点で重要かっ緊急の問題は規

範実効・実施の問題であり、基礎付け問題それ自身は無意味だとする第 lの点に対して、次の

ように反論される。規範基礎付けは規範実施に密接に関連しているo 規範実施にとって最も重

要な契機は、規範の受取人の側で規範の論理的妥当性が、承認されていることにこそあるo 規

範の社会的妥当(規範実効)は、規範の論理的妥当に全く本質的に依存するのと。

規範の基礎付けの試みが規範実効・実施の問題と密接な関連にあるという考え方は、実際、

オーソドックスな倫理学の着想に共通に見られる主張である ωO 哲学的倫理学における「道

徳原理の問題」を、「倫理的行為の最終的基準の基礎付け」に見る O.ヘッフェにしても、そ

のように考える。なぜなら、「最終基礎付け」は、単に理論的に関心が払われるばかりではな

くて、倫理的義務内容を明確に輪郭付けて、倫理的反省や決断の際に伴いがちな不明瞭さを除

去するという、実践的関心に適うべき問題でもある (9)からであるo

リュッベの挙げる第2の論拠、即ち、規範基礎付けの問題は技術的に処理され得るという点

については、どうであろうか。先に見たように、一定の規範が技術的な手続きで基礎付けられ

るのは、一定の道徳問題の解決に携わる当事者間で、共通の上位目的が確定・前提され得る限

りにおいてである。前提された上位目的へと遡及して、ここから一定の規範の妥当性が導き出

されるo これに対してクールマンによれば、技術的手続きにあって前提されているその都度の

上位目的が、いかにして正当化され得るのか、が問われなくてはならないのである。この間が

不問とされる限り、リュッベの提供する「規範基礎付け」のモデルは、規範基礎付け問題の棲

小化に外ならない、とされるo この間に答えるには、道具的・技術的合理性を越える立場が要

求されるo 非技術的立場からする規範の[最終的]基礎付けを断念するような論者は、いやし

くも「道徳」を問題とするのではなくて、 「戦略的合理性」や「政治的怜附」を問うているに

過ぎない。その意味でそのような論者は、もともと道徳哲学の外部に立っているのである (10〕o

規範の哲学的な最終基礎付けが「徳の暴力」を招くと言うリュッベの主張に対しては、次の

ような反論が加えられる (U)o その主張には、パラドックスが含まれている D 即ち、規範の最

終基礎付けの試みを道徳的に由々しき事態を帰結することとして、道徳的に批判するという、

その批判それ自身が、一定の根本的規範や価値に基づ、いて行なわれているからである。リュッ

ベ流の批判は、例えば、 「デモクラシー」や「寛容」が道徳的根本規範・価値であることを予

め承認・前提しているo しかるに、そのように批判する人は、それらが道徳的根本規範である

ことを基礎付けることを拒否するO 彼にとっては、 「デモクラシー」や「寛容」が何故に存在

すべきであるのか、という問は断ち切られてしまっている。そうしたパラドックスから抜け出

すためには、その批判それ自身が最終基礎付けを必要とするのであり、その上で、その批判に

は、それが規範の最終基礎付け一般に対してではなくて、 「基礎付け」の一定の形に対して向

けられるというやり方が、残されるだけであるO その意味で、もしもリュッベ流の批判に批判
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としての意義を認めようとすれば、われわれは、その批判を、一定の形の「規範基礎付け」の

試みに対する異義申し立てとして受け取る他ないのであるo

取り敢えず、道徳規範の哲学的基礎付けの問題を巡るリュッベとクールマンとの聞の論争点

をおよそ以上のように素描することができるo しかるに今やその論争が必然的に、道徳規範の

哲学的基礎付けに関する別次元の一層本質的な問題へとわれわれを導くことは、明らかで、あろ

うo その問題とは、言うまでもなくく規範の哲学的最終基礎付けがおよそ可能なことなのか否

か〉の問題である。規範の基礎付け問題が、規範実効・実施に対してどのような関係にあるの

か、又、基礎付け問題が技術的合理性を越えた立場を要求するのかどうか、将又、規範基礎付

けの試みが道徳的に有害・危険であるのかどうかの問にしても、それらの間にどう答えること

ができるかは、く規範の哲学的最終基礎付けの可能性の問題>をどうのように決着するかに、

決定的に左右される、と言えるからである。実際、リュッベが、基礎付けの必要性に関して消

極的に考えるのは、暗黙のうちに、規範の哲学的最終基礎付けを不可能なことだと見なしてい

るからであるo これに対して、クー jレマンはく規範の哲学的最終基礎付けが可能である>こと

を、主張するのであり、その基礎付けが単なる道具的・技術的合理性を越えた立場を要求する

のであり、その立場が「超越論的語用論」によって与えられる、と考えるのであるO

2. i超越論的語用論」における基礎付け問題

「超越論的語用論」にとって規範の最終基礎付け問題とは、どのような問題なのであるか。

クールマンによれば、我々は予め、その問題を巡る論争に身をおいていているということが、

超越論的語用論の出発点なのであるo 一般に、我々が何ものかについてその基礎付けを問うの

であるならば、我々は、そのものがさしあたって、現実に確かなことではない、という状況に

あることを認めざるを得ない。そうしたく基礎付け>にとっての出発点である問題状況に対し

て、超越論的語用論は、どのように対処するのであるか。

クールマンは先ず、その応答の仕方に超越論的語用論的哲学の特徴を見出すのである ωD

伝統的哲学は、認識や規範の基礎付けを哲学的営為の目標として立てて、その目標にストレー

トに拘るo 他方で憧疑主義は、基礎付けのための確かな基盤がもはや哲学の意味ある目標たり

得ない、と主張する。例えばポッパ一流の「批判的合理主義」が、これであるo 両者に対し、

超越論的語用論は、伝統的哲学におけるく基礎付け〉という目標それ自身を放棄しない。しか

し同時に、出発状況に関する懐疑主義者の懐疑的診断をも尊重するO 但し、厳密な反省的態度

によって懐疑的診断の「裏面」に目を向けて、憧疑それ自身とそれの基礎とを承認するのであ

るO こうして超越論的語用論的哲学はさしあたって、次のように特徴付けられるのであるo

a)基礎付けの試みを、言語遂行の只中で始めること。 b)基礎付けという近代哲学の伝統

的目標を放棄しない。なぜなら、この目標の放棄は、真理探究或は議論が破棄されない限り、
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「首尾一貫」しない立場に導くからであるo c)哲学は哲学自身であるために、 「妥当要求」

を掲げ、これを事実上、頼りにできなけばならない。 d)超越論的語用論はそれ自身が、真の

理性的な「反証主義Jの立場を主張する。それでは、こうした特徴を持つ超越論的語用論の<哲

学的最終基礎付け〉とは、どのようなものなのか、われわれはクールマンとベーラーの説くと

ころを手掛かりに、そのあらましを見ることから始めたい叫o

クールマンによれば、 b)で言われるように、何よりも先ず、<哲学的最終基礎付けは不可

能である>と主張する「批判的合理主義」の命題が、問題とされなくてはならない叫 O

批判的合理主義の提唱者であるポッパーは、科学理論の中心命題を「批判の原理」として掲

げる口科学的立言が非科学的立言から区別されるのは、前者が、立証され基礎付けられ得るか

らではなくて、経験的観察によって反証され反駁され得るからである。この思想は「認識理論」

の命題として一般化される O く認識とその進歩は、基礎付けによって可能になるのではなくて、

批判と反駁、そして大胆で内容豊かな推測の新たな企てによってのみ可能である>と主張され

る。この思想は、更に一般化・先鋭化されることによって、くいかなる洞察も、現実に究極的

に確実に妥当的であるとは見なされ得ない>とされるO 即ち「反証主義FallibilismusJの命題

であるo しかるに批判的合理主義においては、科学の一切の営みが従わなければならないとさ

れる批判の原理それ自身は、合理的に基礎付けられ得ないものだ、と見なされるのである (15〕O

批判の原理の合理的基礎付けを拒否するポッパーは、その原理(規範)の妥当の根拠を、単に

科学者個人の「信念、の作用 actof faithJの内にのみ認める。科学者は個人として、論理的に

見れば非合理的な選択によって、その原理を採用するよう決断しなくてはならな ~)o ポッパー

の立場の背景には、 「倫理的・宗教的実存主義のパトス」が集約されている (16〉O その意味で

彼は、 「科学・実存主義」を主張するのである (15)O

アルパートは、 「徹底した」反証主義を標梼する(1η。反証主義とは、実践的日常生活であ

れ、経済、法律、政治であれ、又、科学や哲学においてであれ、あらゆる領填に亘って、人聞

の一切の問題解決の試みが結局誤り得る、と主張する考え方であるo ここでは、反証主義原理

が、一切の哲学的営みに対しでも妥当するとされ、かくして哲学的最終基礎付けは、初めから

展望が開けない試みだ、とされるのであるO

そうした反証主義に対し、超越論的語用論はどのように立ち向かうのか。クールマンによれ

ば、反証主義原理は、経験諸科学に関する限り、妥当的であるが、しかしその原理が哲学に、

殊に認識の可能性の条件に関わる超越論的哲学的営為にまで適用されるとなると、矛盾に陥る。

そういう仕方で、反証主義は批判される。反証主義は、理論的経験的な仮説に対して妥当する

が、その原理は絶対化できないのである。こうしたクールマンの反論に触れておけば、次のよ

うである凶 O

く大胆な、内容豊かな、反証・批判可能な立言を立てて、これを厳格なテストにかける〉こ

とを、反証主義は要求するO この反証主義の根本思想からすれば、任意の立言を、予想される
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批判や反駁に対して予め「免疫化」して主張することは、 「死罪jに値することであるo しか

るに、まさしくこの死罪を、 「徹底した」反証主義者、即ち反証主義原理を絶対化して哲学の

領域にまで適用する論者は、犯している、とされるのである O

くいかなる確信も誤り得る>或はくし、かなる確信も、本当に確実なものとして妥当しない>

という反証主義原理が絶対化され、哲学にとっても妥当的として主張されるのであるならば、

その原理は、その原理自身にも適用されるのであるから、厳密には先ず、次のように言い表わ

されなくてはならなL、。即ち<何ものも本当に確実に妥当しないかどうかは、本当に確実では

ない〉と。ところで、くいかなる確信も誤り得る>という反証主義の命題を、反証主義の本来

の意図に適うように、反証しようと試みるならば、どうであろうか。その場合にわれわれは、

くいかなる確信も不確実であるというわけではない>ということを、証明しようとするであろ

うO そしてそのことが証明されたとしたら、どうであろうか。その場合明らかであるように、

徹底した反証主義者は、実際には少しも反駁されたことにはならないであろう O なぜなら、も

しも反証主義者がく何ものも本当に確実でないことは、本当に真(確実)である>と主張した

のであるならば、その場合には確かに反駁されたことになるであろうが、しかし徹底した反証

主義者は、そのように主張したのではなくて、厳密にはく何ものも本当に確実でないというこ

とは、確実でない>と主張したからである。このように、徹底した反証主義者は、自らの反証

主義原理を厳密なし方で主張するならば、反証主義の根本的要求である聞かれた批判・反駁に

よって自らの原理が反証される可能性を、もともと閉ざして Lまっているのである。その意味

で徹底した反証主義者は、自己自身の原理を批判・反駁に対して免疫化しているo そしてその

ことは、反証主義者にとってまさしく死罪に値することなのであるO

先に触れたように、批判的合理主義においては、批判の原理それ自身の合理的基礎付けが不

可能なことと見なされる。それの合理的基礎付けに代わって、個々の科学者のこの原理に対す

る非合理的な決断・選択が登場するo 実は、そのことは、徹底した反証主義における反証主義

原理の免疫化から生じる 1つの帰結だ、と言ってもよいであろう O 自らの原理が合理的に基礎

付けられることもできず、又、聞かれた批判・反駁にさらされる可能性もない(免疫化されて

いる)がゆえに、科学者はその原理に拘束される根拠を、専ら、合理的な根拠のない決断に委

ねることができるのである白しかし、クー jレマンの言うように反証主義の免疫化が徹底した反

証主義における重大な自己矛盾であるとするならば、その原理の免疫化の故をもって、その原

理の決断主義的根拠付けを主張することは許されないことだと、言わなくてはならないであろ

う。そればかりか批判的合理主義は、反証主義原理の絶対化を、<一切の原理の哲学的基礎付

けが不可能である>という主張の 1つの論拠としているのであってみれば、その絶対化がその

原理の免疫化という自己矛盾を含んでいる以上、批判的合理主義における先の主張の論拠の 1

つが斥けられたわけであるo とはいえ、批判的合理主義には、別の論拠に基づいて<哲学的最

終基礎付けが不可能だ>とする見解があるO それは、アルパートの主張に見られるo これにつ
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いてはどうであろうか。

アルパートが哲学的最終基礎付けを不可能だと主張するのは、彼によれば(問、哲学的最終

基礎付けのどのような試みも、不可避的に「ミュンヒハゥゼン・トリレンマ」に陥るからであ

るO 基礎付けの一切の試みには、三つの選択肢が与えられるだけである。 a) I無限の背進

infiniter Regre日J0 b)演縛における「論理的循環Jo c)一定の論点における「手続きの

中断Jo a) は、基礎付けの諸根拠を繰り返し先へ先へと遡って求めることであるoそのよう

なことが実際的に成就し得ないことであるから、それは何ら確実な基礎を与えるものでな ~\o

b)においては、予め基礎付けられることが求められているもの(立言)への遡及がなされる

わけであるから、それは論理的誤謬に陥る。 c)は確かに、遂行できることではあっても、十

分な基礎付けを任意に停止することに他ならなし」この第三の可能性は、基礎付け問題の解決

に当たって我々が期待すべきではなかった結果を招く。即ち、 「ドグマ」への背進による「基

礎付け」と言わざるを得なL、。

こうしたアルパートの見解に対して超越論的語用論者はどう答えるのか。クールマンにして

も、もしも哲学的基礎付けには、実際に上述の三つの選択肢しか残されていないとすれば、哲

学的基礎付けが不可能であることを、認めざるを得ない。最終基礎付けを求めるというような

ことは、もともと馬鹿げた試みだと言うことになろう o しかし超越論的語用論によれば、ミュ

ンヒハゥゼ、ン・トリレンマは、或る前提のもとでのみ、成り立つことなのである。即ちく最終

基礎付け>が予め、く基礎付けられるべきものの彼岸にある根拠への背進>として捉えられて

しまっているという前提である側 O この<トリレンマ〉は、哲学的基礎付けをく命題聞の演

鐸的関係に方向づけられた意味論的な基礎付け>として思い描くことから、それを前提として

初めて起こり得ることなのである (21)。諸命題から諸命題の演鐸・導出が基礎付け一般と同一

視されることによって、ア jレパートの言うくミュンヒハゥゼン・トリレンマ〉が成り立つ閣

のであり、そうした同一視がなされている限りでは、哲学的・合理的基礎付けに対するポッパ一

流の断念は、至極尤もなことなのである倒 O しかしながら、超越論的語用論者によれば、こ

の前提こそが問題なのであるo 基礎付けが、単に形式論理的演鐸・導出ないしは命題の意味論

的基礎付けとしてのみ、見なされなくてはならないということは、決して自明なことではない

のである O

それでは、超越論的語用論にとって、哲学的最終基礎付けとはどのような試みなのであろう

か、又それはどのように遂行されるのであるか。超越論的語用論の根本思想、を見ておかなくて

はならない。

超越論的である限り、超越論的語用論的最終基礎付けも、 「確実性への遡及」であることに

は変わりがない。しかしその論証の試みは、伝統的な超越論的基礎付けにおけるような演鐸・

導出による基礎付けとは異なる超越論的反省として、規定されるo そうして、く最終基礎付け

の中心点>が「議論状況の非背後性Nich thin tergehbarkei tJに見出されるのである倒o
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クールマンによれば側、哲学的最終基礎付けは、 「予め既に前提されているものの発見」

であるo それは「議論する者の厳密な反省の態度においてのみ、可能でありj、その態度は、

「外部に立つ理論的観察者として、状況を外側から客観視するのではない。」哲学的基礎付け

を試みる者は、彼自身、議論する状況の只中にありながら、この状況を、外部観察者としてで

はなくて、厳密な反省的態度で解明しなくてはならな ~'o その際、議論する者は「疑うこと、

異論を唱えること、それ自身に身をおいていなければならない側 o Jそれが出発点であるo

哲学的最終基礎付けの出発点である議論状況は、 「疑い、異論を唱えること」自身として捉え

られるO そうして超越論的語用論的最終基礎付けは、その状況の下に身をおきながら、意味あ

る疑い、意味ある議論の可能性の条件へと批判的反省の目を向けることによって、意味ある疑

いの射程の彼方になくてはならないもの、即ちく確実性>を探究する試みなのである m O 従っ

て、反省的な最終基礎付け論証は、 「意味ある議論を行なう当事者が、意味ある疑いや議論の

条件を予め既に仮定しており、又、その議論規則を予め既に承認しなければならない側」と

いうことの発見であり、確認に他ならないのであるo こうして、議論それ自身のく非背後性>

を出発点として、議論の条件・規則も又、<背後に回り得ないもの〉として呈示されるのである。

議論する者としての我々が議論するにあたって、 「実的自己矛盾」を犯すことなしには、異

論を唱えることのできないもの、それが我々にとってく背後に回り得ないもの>である倒 O

そうしたものとしての確実性の基盤の発見は、議論に関する単なる理論的態度における「導出」

ではない。その基盤は、議論に関する「厳密な反省的態度」によってのみ近付き得るのである。

この態度において決定的に重要である点は、 「議論する者としての我々が、あらゆる議論的決

定にとっての揺るぎない基盤として予め既に使用しており、かかる基盤として行為知によって

既に知っているところのものを、既に知られたもの、予め既に使用されたものとして、発見す

ること、かっ表明的に再び、所有し直すことJにある倒o それでは、こうした反省的態度によっ

て、一体何が、議論にとり<背後に回り得ないもの>である議論条件・規則として、獲得され

基礎付けられるのであるか。

この間に対する答えに道筋をつけるために、クールマンは、議論における疑い、論争を「主

張すること BehauptenJとして捉える山 O 何事かに疑念を抱き、異論を唱え、その疑いを言

明する者は、それと共に何事かを主張する。議論する者は、くそれが、まさに言われているよ

うなものではない>とかくそれが、そうした事情にあるかどうかは、定かでない>と主張する。

議論する者は、くかくかく主張すること>それ自身の背後に立ち返ることができな L、。しかも

その場合重要なことは、何事かを主張する者が、主張することによって同時に又、直接的か間

接的に、くその主張の無条件的な妥当に対する要求〉を掲げている、ということであるO 議論

の反省的解明を通して、く議論すること>がく主張すること>として捉えられて、<主張する

>にはく主張されること>の無条件的妥当に対する要求が、密接不可分に結び付いていると見

なされるのである O この点に、最終基礎付け問題の解決に臨む超越論的語用論者の決定的な立
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場が、表明されていると言ってよ l'o こうしてクールマンは、次のように断言するo

「私が何かを主張するならば、その場合に、私(話者)は、何か(文章命題 Proposition)

で以て、何か(当該客体)に関して、向か(述語)を言う、しかも、私は何か(遂行命題per-

formativer Satz)で以て、何か(文章命題)について妥当要求を、確かにさしあたっては実

在的コミュニケイション共同体へ向かつて、しかし又、理想的・無制限的なコミュニケイショ

ン共同体に向かっても、申し立てるという仕方で、そのように言うのである側 o J 

ここで明らかなように、主張の無条件的妥当要求は、主張内容(文章命題)に関わる意味論

的次元において問題とされるのではない。妥当要求は、言語遂行としてのく主張する〉の語用

論的次元において、解明されなくてはならないのである。く議論にあって我々に予め既に共に

与えられているものへの反省>としての超越論的反省は、議論のこうした語用論的位相に関係

するO その限りこの反省は、 「純粋意識の働き・能力や純粋意識にとっての原理」へと導くの

ではなくて、 「コミュニケイション共同体に所属し、記号を使用し、話し、とりわけ予め既に

相互にコミュニケイションし合っている人々の働き・能力ゃそうした人々にとっての規則・原

則畑」を指し示すのであるo こうして、超越論的語用論において基礎付けられるべきものは、

結局のところ、コミュニケイションに属する人々にとっての議論規則・原則に他ならないわけ

であるO ここでさしあたって確認されることは、議論する者が何事かを主張し、そのことにつ

いて妥当要求を申し立てる限り，そのような者として議論する者は、実在のコミュニケイショ

ン共同体と理想的コミュニケイション共同体へと予め既に差し向けられてしまっているという

ことなのである O

クールマンによれば倒、「認識」に関する哲学的再構成も、客観の全世界に対置するような

孤立的主観が行使する認知的働きの再構成で始まることは、もはやできない。認知的働きは同

時に、コミュニケイション的働きであって、コミュニケイション共同体の枠組において、又これ

との関連においてのみ可能であるO そしてこの場合、コミュニケイション共同体は、予め既に、

客観的世界に対置する主体の側に位置するものとして、確認されなくてはならない。先に挙げ

たく遂行命題と文章命題>という、<話すこと〉の二重構造の深い意味は、「認知とコミュニケ

イションとが縫れ合っているということ」にあるのである。こうして、く主張すること>の語

用論的次元における反省的解明からのさしあたっての帰結が、次のように示されるのである O

日忍識、言い換えれば、認知的でコミュニケイション的な働きは、実在的コミュニケイショ

ン共同体と理想的コミュニケイション共同体との緊張関係に予め既に関係付けられているよう

な、そのような何ものかとして理解されなければならな l'o一定の実在的歴史的問題状況との

結合を欠き、現実的関心や視点との関わりを持たないとなると………認識一般は可能でな L、。

しかし他面では、もしも、実在的コミュニケイション共同体における合意の単なる事実が……

……理想的コミュニケイション共同体においてようやく本物となる理性的で理想的な合意を顧

慮して、繰り返し判定され、同時に、超越されることがないならば、妥当的な認識は考えられ
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ないし、それどころか、本当に妥当的な認識の可能性の条件への哲学的問題自身が、意味を失

l
l」

。
、、，，話〈• • 

，つ

哲学的最終基礎付けの出発点であるく背後に回り得ないもの〉としての議論においては、予

め既に、理想的コミュニケイション共同体が、く何事かを主張し、その無条件的妥当要求を申

し立てる>反省的議論主体に密接不可分なものとして、前提・仮定されてしまっている、ので

あるo 論議主体における超越論的前提としてのく理想的コミュニケイション共同体の予料 An-

tizipation>を説くところに、最終基礎付け問題に関する超越論的語用論の根本思想が集約さ

れている、と言ってよいであろうo

ベーラーにとっても又、議論に関する反省的解明は、議論がどこまでもコミュニケイション

的実践であること、同時に又、く議論する主体>自身の側において、理想的コミュニケイショ

ン共同体・議論共同体が予め既に仮定されてしまっていることを、開示するのであるO そうし

てベーラーは、そのことの論証過程において、一般に論証の正否を決定する超越論的語用論的

な方法論的試金石としての「語用論的首尾一貫性」に、われわれの注意を促しているo そのこ

とによって、最終基礎付け問題に関する超越論的語用論の基本的立場が、一層、明確に表わさ

れると言ってよL、。

ベーラーによれば、議論行為の反省的解明は、次の 2つの論拠に基づいている側 O 即ち、

a)く妥当を要求すること〉はく議論を始めること>である。 b)く議論すること>は、議論

のゲーム規則、さしあたっては、無制限的な議論共同体のフォーラムでの批判的吟味の規範が

承認されることを、前提するo a)からすれば、主張の妥当要求は、現実に議論を行なう限り

において可能なのであるから、我々は、意味ある議論の背後に遡ることができない、というこ

とになろう o b)について言えば、<議論する者>はく主張すること>によって、議論・コミュ

ニケイションの実在的及び理想的共同体を、それによって自らの主張が理解され承認されるで

あろうものとして、仮定してしまっているのである。その意味で、<私は主張する〉は、そも

そもの発端から、唯我論的なのではなくて、コミュニケイション関係的なのであって、主張の

妥当要求は、くその主張内容が理想的議論共同体によって承認されるであろう>ことに対する

要求を、必然的に意味するのである問。

議論における主張の妥当要求は、理想的なコミュニケイション・議論共同体の予料を含意す

るO この予料が、ベーラーによれば端的に、くその共同体が主張の妥当要求に対する「最終的

判定機関崎」であることの承認>である、とされるo 確かに彼にしても、 「主張」が幾重に

も絡み合った関係においてなされることを、認める。 Iく私(話す主体)>は、<歴史的言語

共同体〉の言語使用に則ったく言語記号〉を使って(歴史的に語用論的な次元)、或る文章命

題において(意味論的次元と構文上の次元)、く何ものか>(意味論に関連する次元における

話・対象)を、一定の意味ある何ものか(語用論的に意味論な次元における述語付け)として、

表現する倒 o Jしかし、議論・主張の反省的解明において最も重要であるく主張>の契機は、
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「それと同時にく私〉が、その文章命題に対して、く遂行的作用〉によって、直接に、その都

度的な私のく実在的議論・コミュニケイション共同体〉に向けて、…...・ H ・..…しかし又直接的

に、長い目で可能的な<理想的議論・コミュニケイション共同体>に向けてもく妥当要求>を

申し立てる側」ということに、なくてはならないのである。く主張の遂行的作用>が、主張

の妥当要求の語用論的次元を開示するのであり、その次元においては、理想的議論共同体の予

料が不可避的なことなのであるO

ベーラーによれば、最終基礎付け問題に関わる哲学的論証それ自身も又、意味ある議論たる

限りにおいては、理想的議論共同体の予料を、その背後へ回ることのできないものとして、前

提・仮定せざるを得ない。このことを彼は、 「語用論的首尾一貫性」を、それによってあらゆ

る論証の正否が決定される「超越論的語用論的試金石」として立てることによって、力説する

のである倒 O いましがた見たように、く主張〉は、簡潔に言えば、理想的議論共同体の予料

を含意するところのく妥当要求>(A)を伴う主張作用と、く文章命題>(P) とからなるも

のとして、再構成されるD そこで、もしも (A) と (P) との聞に矛盾が起こるならば、意味

ある議論の可能性は取り崩されてしまう O この矛盾が「語用論的不一致性 pragmatischeIn-

konsistenzJと呼ばれるo 即ち、話者が、自らの主張作用によって理想的議論共同体を予料す

ること (A)を承認しない場合に、あるいは又、語者が、自ら立言する内容量を、 (A)に抵

触しないような部分に限定しない場合にも、語用論的不一致性が生じるわけである。語用論的

首尾一貫性が、意味ある議論行為の必然的条件であるがゆえに、哲学的論証にとっても、語用

論的不一致性を犯すことは致命的なことだとされるo

語用論的不一致性は、 「論理的不一致性」と同じではない倒。後者では、諸命題の間での

論理的誤りが問題とされるO そうした命題体系における誤りは、モノローギッシュに理論的で

あろうo これに対して、語用論的不一致性は、議論行為それ自身の、その内部における矛盾で

あるO 議論行為それ自身は、その背後に回り得ないものであり、そのようなものとしての議論

行為が予め既に、コミュニケイション的関係を境涯としているo そのことから、そのために発

生する主張内容の言語遂行的矛盾が問題なのであるo ベーラーによれば、 「歴史的懐疑主義」

や「批判的合理主義」はこうした矛盾に陥った理論として非難される。そうして又、唯我論的

な倫理学の立場も、語用論的不一致性を回避できないものとして、斥けられるわけであるo

3. iコミュニケイション倫理学Jの倫理的根本規範

最終基礎付け問題に関する超越論的語用論的論証は、あらゆる議論にあって言語遂行的に予

め既に、仮定されてしまっている議論前提・規則の発見と証明を目指す。しかるに、超越論的

語用論者によれば、この最終基礎付けの試みは、それ自身直接に、規範倫理学の基礎付けに導

くとされる。そのように基礎付けられる倫理学が、コミュニケイション倫理学、討議倫理学と
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して特徴付けられる。議論一般の語用論的・反省的解明が、普遍妥当的な道徳原理の基礎付け

を準備するのである D 言い換えるならば、議論一般の可能性の超越論的条件である議論前提・

規則が同時に倫理的根本規範としての性格をもっ、と言うのである O

先に見たように、超越論的語用論にとって、基礎付け論証の正否を決するものは、方法論的

概念としての語用論的首尾一貫性に他ならない。超越論的語用論者は、認識一般の最終基礎付

けの可能性を認めない懐疑主義者に、言語遂行的矛盾としての語用論的不一致性が隠されてい

ることを、見抜く o このことによって、その立場が拒否される、道徳原理の基礎付けを斥ける

倫理的懐疑主義者にしても同様だ、とされるO 倫理的懐疑主義者といえども、自ら道徳的理論

を展開し、自らが議論に関与せざるを得ないからには、議論状況の背後に立ち退くわけにはい

かず、その限り不可避的な議論前提・規則を予め既に承認している。にもかかわらず、倫理的

懐疑主義者はく道徳原理が基礎付けられない>と主張するO ここに、自らの主張内容と、自ら

が予め承認している議論前提・規則との聞に、言語遂行的矛盾が生じざるを得ないのである O

ところで、超越論的語用論的基礎付け論証が、語用論的首尾一貫性への方法論的要求によっ

て道徳規範の基礎付けを果たし得る、と言えるためには、議論一般の可能性の超越論的語用論

的条件としての議論前提・規則それ自身に、道徳規範としての意義が与えられていることが、

明示されなくてはならない。仮に、議論前提・規則、就中く理想的コミュニケイション共同体

の予料〉が、道徳規範に無関係な規則や事実として捉えられるとするならば、倫理的懐疑主義

者の主張内容がそうした前提や規則に矛盾するからといって、そのことから、その反対テーゼ

であるく道徳原理の基礎付けが可能である>は、帰結しないであろうo 従って、道徳規範の基

礎付けを目指すコミュニケイション倫理学はなによりも先ず、議論前提・規則には倫理的根本

規範が属しており、そうした前提・規則から道徳原理が獲得され得るということを、明らかに

しなくてはならないのである山 o

ベーラーによれば、 「原理としてのテーぜないしは立場が議論に値するかどうかを決定する

超越論的語用論的試金石」である「語用論的首尾一貫性」は、単なる論理的誤謬を回避するた

めに求められるべき単なる技術的規則に尽きるものではない。それはそれ自身、 「一種の社会

的規範」であると言われる仙 o ベーラーがこのように言うのは、彼には、議論一般の可能性

の超越論的条件が同時に規範倫理学的基礎を含んでいる、との洞察があるからであるO アーベ

ルにしても、そのような洞察をもって、倫理学の基礎付けを目論み、コミュニケイション倫理

学を主唱するのである棚 O

クールマンは、アーベjレにおける超越論的語用論的コミュニケイション倫理学の構築を継承

しつつ、比較的に詳細な論証を通して、コミュニケイション倫理学の根本的諸規範を呈示する O

その際に、これに対して予想される種々の反論に批判的考察が加えられる。こうしたクールマ

ンの所論を紹介しながら、果たしてこれによって、道徳規範の基礎付けというコミュニケイショ

ン的規範倫理学の所期の目的が、首尾よく達成されているのかどうか、もしその所論に道徳規
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範の最終基礎付けに関して問題点があるとすれば、それはどこにあるのか、このことを検討す

ることが、われわれの課題であるo

超越論的語用論からコミュニケイション倫理学への移行において、クールマンが呈示する倫

理的根本規範を、予め列挙すれば、次の通りである O

規範 1(N1)o Iもし我々が本当に真面目に何かを知ろうと意志するならば、又もし我々が

問題解決に真面目に関心を払っているならば、我々は合理的に議論しつつ、正しい解決を得る

ように努めることが命じられている附 o J 

規範2(N 2) 0 Iもし我々が問題解決に真面目に関心を払っているならば、我々は、各人が

同意できるであろう解決を、即ち、理性的合意を得るように、努めなければならない柵 o J 

規範3 (N3)o Iもし我々が実践的な問題の解決に真面目に関心を払っているのであるなら

ば、我々は、無制限的コミュニケイション共同体の各構成員が同意できるであろう解決を、即

ち、理性的な実践的合意を得るように、努めなければならない倒 o J 

規範4(N 4) 0 I理想的なコミュニケイション共同体の実現に接近するような、そのような

諸関係の(長期的)実現に貢献するように、絶えず努めよ (47)0 J 

これらの根本規範の内、ここでは取り敢えず、われわれの検討を、 N1からN3までに限っ

ておきたL、。なぜなら N4には、コミュニケイション倫理学の立場から責任倫理学への展望を

切り開くことのできるような根本規範としての重要性が、認められるのであるが，われわれは、

特にコミュニケイション倫理学における基礎付け問題との関連では、さしあたってN4を除外

して考察しても差し支えないと思うからであるo

議論行為への超越論的語用論的反省は、議論の可能性と妥当性の条件である議論前提・規則

を、議論状況の只中で予め既に仮定・承認されたものとして発見するo 議論主体としての我々

は、議論前提・規則が、予め既にく背後に回り得ないもの>として承認されてしまったことを、

反省的に知るのであるO 上述の倫理的根本諸規範はいずれも、そうした議論前提・規則を、我々

を絶対的に拘束し義務付ける規則として、明示するものに他ならない倒 O 確かにそれらは、

具体的な倫理的規範ではない。むしろメタ規範と言ってよいものであろうo とはいえ、そのメ

タ規範は、カントの定言命法のように、単に行為や規範の道徳的判定のための形式的基準を示

すだけのものでもない。それらは、これによって内容的な道徳規範が獲得されるような規則的

手続きを与えるからであるo 従ってコミュニケイション倫理学に対しては、カント倫理学に対

するような「形式主義批判」は当たらない棚、とされるo

コミュニケイション倫理学とカン卜倫理学との対比は、それ自身興味ある問題である O しか

しここでは、後者に対する前者の批判の要点が、カン卜倫理学の方法論的唯我論の克服とカン

ト的形式主義の打破とにあることを、さしあたって念頭に置いておくに留めるo

さてクーレマンによれば側、 N1は、最も包括的で単純で直接的な規範である O 我々は議

論する者として、予め既に議論状況の中に身をおいてしまっているo 議論行為が反省的にく背
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後に回り得ないもの〉であるから、 「我々はく合理的議論に対する我々の意志の背後へと…

・・もはや立ち返ることができない>0J合理的議論に対する意志は、我々にとってく背後に回

り得ないもの>なのであるo N 1は、この合理的議論への意志の表われに他ならない。因みに

ベーラーによれば、超越論的語用論は基本的に「ソクラテス的なロゴス原則」を継承するので

あって、その原則には、 「よりよい論証以外のいかなる権威も承認せず………言語ゲームとし

ての議論それ自身以外のL、かなる制度にも従わない」の格率が属する (51〕O その意味で、 N1 

は、超越論的語用論の出発点から直接的に導き出される根本規範であると言ってよい。

「合理的議論への意志の背後へと立ち返る」ということは、 「その意志が我々の本来的意志

であるか否か」を懐疑的に問題視することであろう O しかし「我々は、本来的意志を懐疑的に

問題視することはできない倒 o J <我々は議論状況の背後には回り得ない>を根本前提とす

る「超越論的語用論」の基本的立場から言えば、合理的議論への意志以外の意志に、本来的意

志を見出すことができないのであるから、合理的議論に対する意志は、端的にく背後に回り得

ないもの>と言う他ないのであるO クールマンは、こうした事情を説明する上で、カン卜の

「本来的意志」に触れている。確かに、合理的議論に対する意志は、コミュニケイション倫理

学において、カントの「善意志」一一カントは本来的意志を善意志と呼ぶ ーに相当する位置

を占めている、と言ってよい。しかしながら、一般に道徳規範の基礎付け問題にあって、それ

自身がもはや疑い得ないものとして定立される「本来的意志」を、 「合理的議論への意志」と

して規定することに問題はないのかどうか、カント的立場からすれば、十分に疑問にされ得ょ

うo それは「コミュニケイション倫理学」の根幹に関わる問題である。

その点はさておくとして、こうして呈示される Nlの命題は、文法的には、確かに仮言命法

として方式化されているが、合理的議論への意志がく背後に回り得ないもの>である限り、そ

の規範が定言命法として理解されなくてはならないことは、当然である O その規範は、本来的

意志の表われとして、端的に「合理的に議論せよ (52)Jと言うのと同義である O 又、この規範

は、たとえ内容が乏しくても、決して空虚であるわけでもなt'oなぜならこの規範によっては、

任意の重要な問題において盲目的に、あるいはサイを振るような仕方で決定を下すことが、禁

止されるからである倒 O

NlからN2が展開される(倒)O その場合<合理的議論は、無制限的コミュニケイション共

同体・議論共同体の枠内でのみ可能である〉が、仮定されていなければならない。先のように、

超越論的語用論では、この仮定が議論行為にあって不可避的に予料・承認されている、とされ

るO 繰り返せば、議論におけるく主張〉に、無制限的妥当要求が伴う O この妥当要求は、了解

能力のある一切の人々に向けて申し立てられる O 妥当要求が申し立てられる人々の範囲を制限

することは、妥当要求それ自身の制限を意味するO このことは言語遂行的矛盾であるo 従って

「理性的合意を得るように努めよ」は、 Nlから不可避的に生じる規範なのである O

このように見てくると、 NlとN2との呈示については、超越論的語用論に立脚する限り、

「
同
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われわれとして詮索すべき問題は何も見当たらないように見える。これら根本諸規範は、議論

行為の反省知において、予め既に前提・承認されたものとして発見される、最も基本的な議論

前提・規則が規範命題として明示されたものでしかな ~'o 確かに、このような仕方で道徳規範

の基礎付けを図るコミュニケイション倫理学に対しては、種々の反論が当然に予想されるであ

ろう O 中でも、 「自然主義的誤謬」の批判が、考えられる。く一定の前提・規則を予め既に承

認した>という事実からくそれが道徳規範として妥当する〉を導き出すのは、まさに「自然主

義的誤謬」を犯している、とo しかし、クールマンによれば側、このく予め既に承認された

事実〉は、純粋記述的な事実ではなくて、規範を内在する特殊的事実なのである。自然主義的

誤謬の批判は、このことを見誤っているのであるO この点も、コミュニケイション倫理学の根

本に触れる問題であるが、立ち入った検討は別の機会に譲らなくてはならなL、。

ところでクールマンは、 N1及びN2がコミュニケイション倫理学の根本規範としては未だ

不十分であることに言及しているO 彼によれば、内容の乏しいN1によっては、単に、規範倫

理学の出発点が与えられたに過ぎなし、。実のところ、その規範は、 「利己主義的怜側倫理学」

とも結び付くことができるのである。我々にとって、利己主義的倫理学に最終的な発言権を認

めるようなことが直観的に許し難いことであるとすれば、道徳的根本規範は、更に綿密に再構

成されなくてはならない、と言う O そしてこのことはN2についても言えることだ側、とさ

れるのである。コミュニケイション倫理学の根本規範である N1とN2とが、利己主義的倫理

学とも折合いがつくものとして呈示されるという、この考え方は、アーベlレ等コミュニケイショ

ン倫理学を提唱する他の論者には、見受けられないようである D それだけにわれわれとしては

注目に値するo それでは何故にクールマンは、 N1そしてN2を、そのようなものとして捉え

るのであろうか。

N 1についてはさておくとして、 N2も又、利己主義的怜刑倫理学を排除するものではない

というのは、どうしてであるか。クールマンは次のように見る (57)0 I理性的合意を得るよう

に努めよ」即ち、 「合意可能な解決を求めて努力すべきであるという義務付け」は、一見する

と、行為的人聞の共同関係を規制する倫理学(コミュニケイション倫理学)の核心を突いてい

るように見える。しかしこれによって我々は、本当にく何へと>義務付けられるのであるか、

又その場合の「理性的合意Jとはどのような合意なのか。 I理性的合意」によっては、 「各人

が同意できるであろうような解決」、言い換えれば、いかなる正当な異議も無効にできないよ

うな解決が、目指されているO とすれば、何が正当な異議なのであるか。そこで、クールマン

は、異議従って又同意が 2つのタイプに区別されることに注目する。簡単に言えば、理論的討

議(議論)と実践的討議(議論)との区別に対応する、異議・同意の理論的と実践的との区別

である。そうして、先の問に対してクールマンの与える答えを結論的に言ってしまえば、クー

ルマンは、この区別に注目が払われない限り、 N2も又、 N1以上の倫理的内容を含み得ず、

従って利己主義的倫理学と調和し得る、と考えるのである。この辺の事情を、クー jレマンの挙
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げる例証を参照して明らかにしておきたい側 O

第 1タイプの異議の例証。 r私が「惑星の数は 8である』と主張する」のに対して「討論相

手が『否、惑星の数は 9である』と異議を唱える」としよう O その場合、 「私は、異論を無視

せずに誰が正しいのか吟味して、しかる後に結論を引き出すように、即、この場合だと私の立

言が誤りであるからこれを撤回するようにと、 N2に基づき義務付けられる、このことは、明

らかであるo Jこの些細な例で示さるように、 「私」の関心は、 「惑星の数に関する真理jと

「本当はそれがどうなのかに関する確信・確実性」に払われているO 又「私は真面白に主張を

掲げて、その主張を一切の可能的な議論当事者に向けて発言した。そして私は、何はさておき

理性的議論主体と見なす相手方の異論に、耳をかす」のであるO してみると、この例に関して

示される「義務付け」は、 3つの構成因から成っていることが分かるo r 1 )確信への私の関

心。 2)相手方が理性的であることの私の仮定。 3)私と相手方とによって追求される目標の

同一性。」以上の 3点である。

第 2タイプの異議の例証。 rr私が今この土地を所有すべきなんだ。大変私はそれが気に入っ

ているJと、私が発言する。」これに対して、 「誰か他人が『そんなことを君がすべきではな

いんだ。だって私がそれを自分で持ちたいのだ」と逆らって言う」ならば、どうであろう。クー

ルマンによれば、この事例も、先の第 lの事例に示されたく義務付けの 3つの要因>の内で、

確かに 1)と 2)とを満たしているとされるO なぜなら、この場合「私」は「私の思惑」が

「適切な問題解決」であるのかどうかについての、確信を持つことに関心があり、従って、

「私は、例えば助言に対して、即ち、私の関心を弁護してくれるような助言者の異議に対して

は、これに耳を傾け顧慮を払うであろう」し、又「私は、異論に相対するとき、他人が理性的

で資格ある議論パートナーであることを、優に仮定している」と、原則的に一応このように言

えるからであるO その限り、この事例にあってもく私>は、規範2に基づき、そのように義務

付けられている、と言えなくもないであろう O ところが実際には、この事例で、先の事例で満

たされた 3)の要件は、決定的に欠けているのである O この場合「他人は、私の関心を共にし

ない」のであるo r彼の異論」は、<私>が「適切な問題解決」へと導かれるための「啓発」

だとは見なされ得ない。く彼>の異論の意図は、<私>がく私>の意図と目標とをく彼>の関

心に適うように変更することに、おかれているO ここではく彼>は、パJレタイとして登場する

のであって、自己の関心を離れて、専ら真理に奉仕する役割をもって現われなし、。<彼>は自

己の関心を、く私〉の関心に対立させて主張するだけであるo 従って、この事例にあっては、

く私〉は、他人の異議に気遣うように、義務付けられていないのである。即ちく私>は、自己

の怜』附に反しない限り、他人の異議を無視しでもかまわないことになるのである。

以上の例証を通してクールマンが指摘することは、 「理性的合意を得るように努めよ」とい

う規範2が、第 2の事例で示されるような異議・異論の状況に対しては、即座に適用され得な

いということであるO 従って、 N2の実質内容は、利己主義的怜例倫理学の成り立つ余地を未

円
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だ残している、と考えられるわけであるo 第 1の事例は、そこにおいてく私〉と相手方との間

に「主要関心の同一性」が成り立っているような、即ち「真理と目的合理性jが共通の関心と

して追求されるような「く理論的討議>Jの例であった。その限り、<私>は理性的合意を得

るように義務付けられるのである D してみると、 N2は、厳密に言えば、次のように方式化さ

れなくてはならないのであるo Iもし我々が理論的問題の解決に、即ち、真理問題が間われて

いるような、そのような問題の解決に、真面目に関心を払っているならば、我々は、各人が同

意できるであろう解決を、即ち、理性的合意を、得るように努めなければならない側」と。

このようにクールマンは、 N2を文字通りに仮言命法として呈示し直すことによって、さし

あたり次のことを確認する側 o 1)理論的と実践的という、 2つのタイプの異論とこれに即

応する 2つのタイプの議論に注目することo 2)論者(クールマン)は、議論一般の状況から

ではなくて、理論的な議論状況から説明を開始したということ。理論的議論においては、議論

当事者が共通の関心を追求するのであり、又その場合、あらゆる当事者が同ーの方向に向かつ

て働き、提議者と反論者としての役割を相互に交換し合うこと、これらのことが理論的議論の

特徴であるO 但し理論的問題は「目的合理性の技術的問題」をも含む。 3)N 2は、我々を、

理論的問題及び目的合理性の問題での理性的合意へと義務付けるということの洞察。しかるに、

この洞察が同時に又、実践的討議での理性的合意への義務付けにおいて格別にく倫理的>義務

付けが成立しなければならないことの「前了解」を与えるo 4)利己主義的怜倒倫理学の立場

から脱出する決定的な一歩。 I実践的討議において、諸々の関係者の諸々の異議を………く同

等の資格者〉の諸異論として真面目に受取り、顧慮するような」そのような立場への移行が、

決定的に重要であること。 I従って、規範倫理学の主要課題は...・ H ・..我々 がこの一歩へと義務

付けられるということを証明することに、おかれなければならない」とO

上述のようにクールマンは、コミュニケイション倫理学の根本規範を呈示するにあたって、

格別にく倫理的>な義務付けが「実践的討議における理性的合意への義務付け」として予め理

解される、という<前了解〉に言及するo このことは、われわれにとって極めて重要なことで

ある。コミュニケイション倫理学における倫理的根本規範の基礎付けは、そのようなく倫理〉

に関する前以ての了解を、手掛かりとせざるを得ないということを、クー jレマンは認めている

のである。しかも彼にとって、この前了解はく実践的討議において諸々の関係者の諸異議を、

同じ資格のものとして顧慮すべきである>という倫理的規範の要求を内在するものとして、捉

えられているG 従って彼によれば、規範倫理学の根本課題は、簡単に言えば、この種の規範の

基礎付けと見なされるわけである。

クーJレマンにおけるコミュニケイション倫理学の十分の基礎付けは、結局、こうした前了解

を手掛かりに、これに頼らざるを得なl'oこのことは、われわれにとって、この倫理学の根本

的立場に関わる問題・疑念を表わしているように思われる。コミュニケイション倫理学の基本

的立場からすれば、倫理学がそこからの必然的帰結であるとされる超越論的語用論は、く議論
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一般〉の可能性の条件に関わる反省的解明から出発する。してみると、超越論的語用論が出発

する議論状況が、クールマンの説くように、実践的諸問題から区別される理論的諸問題を巡る

ものでなくてはならないという謂は、少しもないはずであるO むしろ、そのような前以ての限

定は、方法論的に許されないことだと言えないであろうか。それにもかかわらず、コミュニケ

イション倫理学の基礎付け(コミュニケイション的根本規範の呈示とその正当化)に際してクー

jレマンは、実際にはさしあたって、議論一般の超越論的・語用論的前提や規則から直接的に倫

理的根本規範を導き出すことを、ためらっている。彼は先ず、理論的な議論状況から出発する

ことによって、そこにおける根本規範 (N1とN2)を呈示して、しかる後に、その規範のコ

ミュニケイション倫理学の規範としての不備を発見し、これを補うために、先の前了解なるも

のを持ち出し、これに訴えるo このようなやり方が、超越論的語用論からの帰結としてのコミュ

ニケイション倫理学の基本的立場に調和し得るように理解されるためには、く実践的討議にお

ける理性的合意への義務付け〉という倫理的な前了解は、超越論的語用論の出発点であるく人

聞の原初的な議論状況一般>の中に、予め既に、投げ入れられたものとして、捉えられていな

くてはならないであろう O しかしそのような投げ入れが可能だとすれば、 L哨hにして可能なの

か。更には、投げ入れられる倫理的前了解が他の倫理的な義務付けではなくて、まさに、その

ような倫理的義務付けの前了解でなくてはならない理由は、どこにあるのであろうか。われわ

れにとっては、これらの疑念が残るのである (61)O これに対して、果たして、クールマンは答

えてくれているのであろうか。

4.倫理的根本規範の「超越論的語用論的」基礎付け

N2からN3の呈示へと移る段にクー jレマンは、事実そうした投げ入れを、或る程度不完全

な形で、しかもそれとして自覚することなく行なっているo そのことをクールマンは、議論へ

の反省的考察を「議論の<実践的〉面」へと方向付けることで、議論を「協働 KooperationJ

として捉え直することによって準備している側と言ってよ ~)o しかし彼においては、その投

げ入れが十分に自覚されていないために、倫理的根本規範である N3の呈示と基礎付けに関す

る論証が、われわれに複雑で暖昧である印象を与えるのである。

彼によれば、議論の実践的な面は、その「く論理的・理論的>な側面」に対比されるべきで

あるo N 2の呈示にあっては反省的考察が、専ら、議論の論理的・理論的側面に向けられた、

とされるo 即ちその反省の焦点、は、 「真理・確実性や諸々の異論の回避や理性的合意に対する

議論当事者の関心」に集中されていた。しかるに今や、議論への反省的考察は、議論の実践的

な面をも、共に取り込まなくてはならないのである。その際「行為と Lての議論」は、 「単に、

その都度の主題的事柄と関わるだけではなくて、とりわけ同時に、議論パートナーと関わるよ

うな行為」として反省的に捉えられるO 議論の理論的側面への反省による規範2の承認に、更
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に、議論の実践的側面への改めての反省が付け加わるo それによって「直接的に倫理的内容J

を持つような議論規則が、即ち「協働規則」が、議論において既に承認されているものとして

示される、というのである。

く協働規則〉をクールマンは、総括的に、次のように方式化するo r我々は、真面目に議論

する者として、協働するように義務付けられると共に、その際お互いに、同等の資格のある、

真理陳述能力・責任能力のある議論パートナーとして、承認し合い、処遇し合うように義務付

けられる制」と。

クールマンによれば側、コミュニケイションとしての議論は協働なしでは不可能である o

議論にあって何事かを主張する者は、それと同時に、相手方に対して「協働の申し込み」を行

なう O 相手方がこの申し込みを拒まずに、協働的に答える場合にのみ、コミュニケイションと

議論が始まる。この<協働への義務付け>には、 「我々は議論パートナーを、真理陳述能力の

ある、又責任能力のある主体として承認すべきである」が、含意されている。議論パートナー

にそうした主体的能力を認めないのであるならば、彼等に対して妥当要求を掲げ、彼等の批判

に気遣L¥又彼等と共に作業に当たろうとすることには、全く意味がなL哨hらであるo 更にそ

の義務付けは、議論パートナーとしての我々が、この点でお互いにく同等の資格を持つ者>と

して承認・処遇し合うべきことを、要求するのであるO

このように示された協働規則の内容を、く理性的合意を得るように努めよ (N2) >と対比

してみれば、次のことが明らかであろう O 後者を越える前者の決定的な意味内容は、くお互い

に、同等の資格のある主体的能力のある者としての議論パートナーの相互最認>である。 N2

でも、確かに、議論パートナーが仮定されているo 相手方も理性的で真理陳述能力をもっ者で、

あることが、或る意味で承認されている O しかしその規範の場合にそうであるのは、厳密な意

味では、議論当事者が理論的問題の解決に、即ち事柄の真理と確実性とに共に関心を払い、そ

こに共通の討議の目標をおいている限りにおいてのことであった。これに対して、<協働への

義務付け〉において今や求められるべきことは、単に、議論当事者が共通の関心と目標をもっ

限りで、その限りでのみ議論パートナーとして承認されるべきだ、ということではな~)。およ

そ議論に関わりをもつあらゆる人が、主体的能力のある同等の資格のある議論パートナーとし

て相互に承認されるべきだ、というのである。議論当事者の関心と意図がどこにあれ、その差

異に関わらず、従って無条件に、議論当事者は同等の資格をもっ議論主体として承認・処遇さ

れるべきことが、そこでは求められているのである。

クールマンによれば、こうした含蓄をもっ議論規則としての協働規則が、初めて、コミュニ

ケイション倫理学の核心へと導いてくれる柵とされるo この規則と共に我々は、先に見た第

2のタイプの異議、即ち実践的異議が、合意的に解決されるべきであるような問題領域に、即

ち倫理学本来の問題領域に踏み込むことができる、と言うのであるo

「実践的諸問題における理性的合意を得るように努めよj という義務付けへと導くものが、
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「議論の実践的側面の諸前提への反省的遡及」である欄とされるのであるo しかしわれわれ

の見るところ、クー jレマンがこのように主張できるためには、理論的と実践的との区別に関わ

りなくく議論一般>が、このような協働規則、く協働への義務付け>を前提にしてしまってい

るということが、明らかにされなくてはならないであろう O ところがクールマンはさしあたっ

ては、協働規則を、そのような議論前提・規制として明示しないのであるo この点に彼の論証

の不徹底が見られるo 先に触れたように側、コミュニケイション倫理学が利己主義的怜附倫

理学を越える根本規範に到達し得るためには、倫理的前了解としての「実践的討議における理

性的合意への義務付けjを予め既に、く議論状況一般>の中に投げ込まなくてはならなt'o し

かし彼は、われわれが次に見るように、この前了解を、こうした投げ入れとしては十分に自覚

していないのである。彼の論証の暖昧さは、このことの表われと考えられる。

クールマンは、く協働への義務付け〉が、それによって開示されるとされるく議論の実践的

側面への反省>を展開する上で、次のような実例を挙げている柵 o I私は言明する、 「この

議論のステップはもう片付いている O 今や次の論点に移ろう』と。反論者が反対する、 『私は

その用件が未だ決着していないと思うo この用件に関連して出てくる諸問題を我々は一緒にもっ

と討議したいと思う」と。」実際のところクールマンによれば、<協働への義務付け〉は、こ

うした議論状況にあって課せられているものとして露呈される、と言うのである D 即ち、この

場合く私>は、議論に臨む反論者の関心や要求をも、<私〉自身のそれと同じように、同等の

資格をもっパートナーのそれとして取り扱うようにと、義務付けられるo そうして、く私>は、

この異議を解決して理性的合意を得るように義務付けられる Q クールマンは、このような議論

状況において争われる問題を、<実践的な>問題として特徴付ける。そのような状況にあって

解決されるべき異議、目指されるべき合意が、く実践的>である、とされるのであるo

このようなクールマンの例証それ自体に対して、われわれとしても、少しも疑義を差し挟む

必要はなt'oそのような議論状況における問題、異議、そして合意が実践的であるのは、自明

なことだと言ってよい。それゆえ又、このような議論への反省によって露呈されるく協働への

義務付け〉が勝れて倫理的な義務付けであるということも、当然であろうo しかしながら、こ

こで彼が注目する、このような議論状況は、く実践的な>議論状況の特殊なケースを表わすも

のでしかなL、。われわれは、このことを認めなくてはならないであろう o 実はクールマンの例

証に関連して、われわれが素通りすることの出来ない問題は、この点に関わるのであるo

クールマンはこの実例を引き合いに出すことによって、コミュニケイション倫理学の核心を

なす根本規範 (N3)を呈示することができる、と主張する。その規範は、簡言すればく実践

的な問題において、理性的な実践的合意を得るように努めよ>であるが、或る箇所では「汝の

関心が他者の関心と衝突するようなあらゆる場合において、他者との理性的実践的合意を得る

ように努めよ(紛」として言い表わされる。しかしながら、われわれからすれば、このような

我々の行為一般に関わるべき倫理的根本規範が、クーノレマンの説くような仕方で、即ちく特殊
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的である>実践的議論状況への反省的遡及でもって、直ちに我々に与えら得ると見なすく道徳

規範の基礎付け論証>には、明らかに無理がある、と言わなくてはならな ~'o クールマンの例

において、反省されるく議論の実践的側面〉は、単に、理論的問題を巡る討議に付随するよう

な実践的議論、つまり理論的討議に関わる実践的側面であるに過ぎな ~'o 彼自身この種の議論

における問題を、いみじくも「理論的問題における議事規則問題側」と呼ぶ。このような特

殊的な実践的議論への反省的遡及によって、確かに、議論規則としての<協働への義務付け>

が呈示され得るであろう O しかし、そのことから更に進んで、<私と他者との間で関心が衝突

するあらゆる場合に、即ち、あらゆる実践的問題において、理性的実践的合意を求めよ〉とい

う普遍的な倫理的根本規範を導き出そうとするならば、その主張には、論理的飛躍があると言

わなくてはならないのであるo

クールマンによる N3の呈示に対して、われわれの抱くこうした疑問が起こり得ることに、

彼自身も気づいてはいるo r実践的問題一般における理'性的合意への義務付け」の呈示に関し

て予想され得る反論を、次の点に見出している(叩からである。即ちその反論は、実践的合意

を求めよという轟務付けが、予め理論的な討議の状況にある我々に対して、そのような場合に

だけ妥当するのではないか、という形で提起される、と言う O しかしこの種の反論をクールマ

ンは、逆に斥けることによって、 N3を基礎付けることができると考えるのである O 果たして

期待されるように、クールマンは実際に、その反論を論破して、先に挙げたわれわれの疑問を

晴らしているであろうか、次に検討されなければならなL、。

その反論にクールマンは、次のように対処するO 彼によれば、どのような討議も常に、理論

的討議でもあって、同時に又理論的討議でないような討議は、存しない。実践的討議と「狭義

の理論的討議」との区別は、後者において「単に真理問題のみがテーマとして取り扱わる」の

に対して、前者では、同時に「指令的praskriptivな表明に具わる正しさの要求も又、討議さ

れるJという点にある仰と O ここでクールマンは、先の反論が斥けられる理由を、実践的討

議も同時に又理論的討議であるということに、見ているD 理論的討議において、<協働への義

務付け〉が課せられている、即ち、実践的合意へと義務付けられる、というのであれば、実践

的討議においても、そのように義務付けられるというのは、又当然だからであるO しかしわれ

われの見るところ、実践的討議も又理論的討議であるのは、どうしてなのか、その点での彼の

説明は意を尽していないように思われるのである叩 o

ところが或る箇所で側クーノレマンは、その反論が結局、倫理的根本規範の妥当を、議論の

理論的討議としての特殊的状況に相対化する試みに通づるとした上で、この試みが、一種の誤

解に因るものだと見なして、この試みの成り立ち得ないことを次のように説くのである O

「もしも議論が、一定の問題を一緒に解決しようとし、はっきりと提案と批判とを交換し合

うような、そのような幾人かの当事者との公式的催しとして、理解されるならば」、その場合

には確かに、<規範の相対化>という反論・批判は当たっているo なぜなら、そのような議論
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状況では、当事者がその議論に加わるか加わらないかを、先ず自ら決定することが肝心である

限り、議論規則(規範)は、その議論に加わる決定をなす当事者にとってのみ、妥当するから

である。その議論状況は本質的に、チェスやサッカーのゲームの場合と変わらなt'o しかし彼

に言わせれば、倫理的根本規範の妥当が問題とされるのは、 「広い意味での議論」においてな

のであるo そして広い意味での議論では、人は誰でも「或る問題に諸々の根拠を挙げて合理的

に答えるように試みるわけであるが、このことを予め既にコミュニケイション共同体の一員と

して、又これとの関わりで行なうのであって、その際に各人は予め既に、行為する人々の共同

関係に関係する規則[倫理的根本規範]を、<背後に回りえないもの〉として承認してしまっ

ている (75)Jのであるo そして、この反省的洞察は、議論の種類の区別に関係なく当てはまる

ことだ、とされるo 即ち、倫理的根本規範は、議論で扱われる問題が理論的であれ、実践的で

あれ、あるいは技術的であれ、その区別に関わりなく、議論において専ら問題の正しい解決に

関心が払われ、真面目に妥当要求が掲げられている限り、予め既に承認されている、と言うの

である D 又、倫理的根本規範の妥当が「社会的妥当」から区別されるべき「く論理的・事態的〉

妥当」にあるとするならば、規範の論理的妥当について語ることは、予め既に「議論状況に出

向くように指示されていること」であり、「議論状況と内的な関係に立っていること」であるo

従って、<議論前提としての倫理的根本規範が本当に妥当するのかどうか>という問と共に、

予め既に、議論状況が設定されてしまっている冊とも言われるo こうして彼によれば、議論

状況においてもはやくく背後に回り得ない>議論前提として予め承認されている議論規則とし

ての倫理的根本規範に関して、くその規範が議論状況に対してのみ妥当し、他の状況には妥当

しない>というような意味でくその倫理的根本規範の妥当の相対性>を主張することは、全く

無意味なことだ、とされるのであるo

以上のクーJレマンの論述にあって、倫理的根本規範として念頭に置かれているものは、とり

わけN3であるo クーノレマンは、く実践的問題における理性的実践的合意への義務付け>の規

範が、単に、理論的討議における実践的合意を義務付けるだけではなくて、<広い意味での議

論〉にとっての倫理的根本規範であることを、力説するのであるo しかし、このように説くこ

とによってクールマンは、 N3の呈示と基礎付けとを、先に示されたような仕方とは明らかに

異なる視点で問題にしている、と言わなくてはならない。先の場合にN3は、く理論的討議に

おいて実践的側面で理性的合意を求める>ことが義務付けられるとすれば、くあらゆる実践的

討議においても理性的合意を求める〉ように義務付けられるのではないか、という仕立で、問

題にされたのであるo しかるに今やクールマンは、そのような仕方でN3が呈示されると避け

られなくなる、われわれの指摘した問題に、正面から答えることをしない。ここで彼は、議論

状況を、倫理的規範の妥当が問題とされるような勝れて実践的・道徳的議論状況をも包括する

ような状況として捉えるo そのような議論状況の反省を通して直接的に、 N3の倫理的根本規

範が、く広い意味での議論〉における議論規則として呈示されるのである。このようにクール
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マンは、反省の視点の転換を図っている。

倫理的根本規範の基礎付け問題を、むしろ、こうした視点から取り扱うことの方が、超越論

的語用論的反省の基本的立場に合致する、と言ってよい。 N3あるいは<協働への義務付け>

は、勝れて実践的問題を巡る議論をも包括するようなく広い意味での議論>に対する反省によっ

て、露呈されなくてはならないのであるo事実又、アーベjレら超越論的語用論者は、そうした

立場から倫理的根本規範の基礎付けを主張するo しかしながら、われわれからすれば、こうし

た仕方での倫理的根本規範の基礎付けにこそ、別の重要な問題が隠されている、と言わなくて

はならないのであるo

クーJレマンによれば、先の反論に対する彼の反駁で示されたように、理論的討議と実践的討

議との区別は些細なこととされるo理論的討議では、主張の<真理妥当への要求〉が掲げられ

吟味されるのに対して、実践的討議においては、主張(指令的表明)のく正しさへの要求>が

討議されるに過ぎない、とされる。単に、それだけだとされるのは、両者の妥当要求が、単な

る「社会的妥当」から区別されるべき「論理的・事態的妥当」に対する要求である点で同一で

あるからであるO 従って、あらゆる議論にあって、主張の論理的・事態的な妥当に対する要求

が掲げられ、これが吟味される限りでは、議論当事者は、議論規則としての協働規則が予め既

に前提・承認されてしまっているような理想的議論共同体へと、差し向けられてしまっている

のである O その協働規則を改めて記せば、 「我々は、真面目に議論する当事者として、協働す

るように義務付けられると同時に、その際お互いに、同等の資格のある、真理陳述能力・責任

能力のある議論パートナーとして、承認し合い、処遇し合うように義務付けられる附」であ

るo この規則から直ちに又、倫理的根本規範3が、 「もし我々が実践的な問題の解決に真面目

に関心を払っているのであるならば、我々は、無制限的コミュニケイション共同体の各構成員

が同意できるであろう解決を、即ち、理性的な実践的合意を得るように、努めなければならな

い棚」として方式化されるo こうしたクールマンの論証の過程では、理論的討議と実践的討

議との区別、従って又、前者におけるく真理妥当要求>と後者でのく正しさへの要求>言い換

えればく規範の妥当要求〉との区別が、全く無視されているのである。

その区別は、果たして彼の言うように些細なことなのであろうか。もしそうだとすれば、議

論一般の語用論的前提への超越論的反省から、倫理的根本規範を導き出すという超越論的語用

論的な規範基礎付けは、われわれにとってもそれなりの説得力をもつことを、認めざるを得な

~\o しかしその区別が無視されてよいことなのかどうか、われわれには自明でな L、。例えば、

「普遍化原則 Uni versalisierungsgrundsa tzJを道徳原理として新に捉え直すように提案する

J.ハーパーマスが、超越論的語用論的基礎付けには、これが道徳原理の基礎付けとして見られ

る限り、限界があることに関して詳細な検証を試みている D その際、彼においても、さしあたっ

てそのような論点に着目されているのである O

この点に関してハーパーマスの指摘するところを簡単に紹介すれば、次のようである mo 
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確然的命題、記述的命題を用いる事実確認的konstativ言語行為と、規範的命題を用いる統制

的regulativ言語行為とは、見掛け上、同列に見られるO しかし、両者の聞には、見失っては

ならない相違点があるのであるo 統制的言語行為の規範に対する関係は、確認的言語行為の事

実に対する関係とは異なる O 例えば、 「何人をも殺さないようにすべきである」という無条件

的道徳規範について見てみると、この道徳規範に対して我々の統制的言語行為は、様々の仕方

で、関係する O 或る場合にはくそうすべきだ〉と一定の人に指令を下したり、くそうすべきよ

うに>契約を取り結んだり、話し合いを始めたり、あるいは、警告を発したり、時にはくそう

すべきこと>の例外措置を認可したりする。しかしながら、道徳規範というものは、それが言

語行為によって告げられているのかどうか、又、どういう仕方で扱われているか、とは無関係

に、その意味と妥当とを取り込んでしまっているo i何人をも殺すべきない」のような規範

(命題)は、それ自身で妥当要求を具えているわけで、その規範(命題)に我々はく第 2次的

に>、言語行為でもって先のようなさまざまの仕方で、関係することができる。しかるに、事

実確認的言語行為が関係する「事実」の側には、規範に類するようなもの(それ自身に具わる

妥当要求)が欠けている。確然的・記述的命題には、規範(命題)のように、諸々の言語行為

をいわば素通りしてしまって自立性を保持し得る(それ自身が妥当要求を掲げる)、そのよう

な命題は存しなL、。確然的・記述的命題がそうした妥当要求をもっとすれば、その命題は一定

の言語行為において用いられなければならない。即ち、く事実〉に関する記述命題における<真

理要求>は、専ら言語行為にのみ所在する。これに対して、規範(命題)の妥当要求は、先ず

もって規範自身に、然る後に派生的に、言語行為に所在を有するO このようにハーパーマスは、

<事実>に関わる確認的言語行為とく規範>に関わる統制的言語行為との「非対称性」を説く

のであるO

こうしたハーパーマスの指摘が正しいとすれば、そこからわれわれは次のように、推測でき

ないであろうか。即ち、理論的討議と実践的討議とでは、議論において問題とされる主張の妥

当(の要求)の表われ方に相違がある、とo 単なる技術的な問題に還元され得ない、勝れて実

践的な討議にあっては、規範の妥当を巡る問題が議論される、と言ってよ ~'o 行為の決定に際

しての規範の妥当が討議的に吟昧され、その点で‘の実践的合意が目指される。しかるに、実践

的討議にあって規範(命題)の妥当が問題とされる仕方は、理論的討議における真理妥当の問

題のされ方とは、本質的に異なるo 理論的討議の場合、<事実確認的言語行為>によって何事

かが主張・立言されて初めて、そこで主張される内容(記述的命題として言い表わされる内容)

の(真理)妥当要求が申し立てられる。これに対し実践的討議では、<統制的言語行為>で主

張される内容(規範命題の内容)の妥当要求が、根本的には、言語行為としての主張それ自身

に具わるものとして申し立てられるのではない。その妥当要求は、言語行為としての主張がそ

れに関わるところの規範自体に具わるものとして表われるO もっとも実践的討議においても、

理論的討議の場合と同様に、一定の主張命題の妥当に関して吟味され、その合意が目指されるO
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しかし一定のく主張された>規範(命題)の妥当如何が問題とされる実践的討議にあっては、

その規範が統制的言語行為によって如何に立言・主張されているかとは無関係に成立している

ような、言ってみれば、一定のく主張された〉規範命題よりも一層普遍的で基礎的であるよう

な、そのような<規範>の妥当が、前提されていなくてはならないのであるo 例えば、妊娠中

絶を巡って、実践的道徳的議論がなされるとするO この状況では、くかくかくの条件の下で、

妊娠中絶が許されるか否か〉が争われ、その問題解決のために、一定の具体的な規範(の妥当)

に関する実践的合意が求められる O しかしその実践的討議における批判吟味とこれによる実践

的合意への指向が可能であるためには、その討議にあって、例えばく母体と胎児とが単なる物

件と見なされるべきではない〉という、一般的な規範の妥当が、前提されていなくてはならな

いであろう D 更に又、その一般的規範(の妥当)自体が討議のテーマとされるのであってみれ

ば、そのような議論の前提としては、より一層又普遍的である規範の妥当が要求されているの

である O

そのことからわれわれは、更に敷街して次のように言えないであろうか。統制的言語行為か

ら成る実践的討議と、事実確認的言語行為から成る理論的討議とでは、そこで問題とされる主

張(の内容)の妥当要求は、異なる次元にあるものとして、捉えられなくてはならない。して

みれば、議論一般(の規則)への反省的遡及から直接に倫理的根本規範が導き出されるという、

コミュニケイション倫理学の基本的考え方が再考されるべきではないか、とO

確かに、く理論的討議の実践的側面>への反省によって、議論規則としての協働規則が直接

に導き出される。そしてその規則は、くあらゆる議論当事者を、同等の資格のある議論パート

ナーとして承認・処遇し合うべきである>という優れて倫理的な根本規範である、と言ってよ

L 、。しかしながら、実践的討議への反省によっては、理論的討議への反省によるのと同じよう

に、その討議自身から<直接的に>、討議規則として、同様の規範が導き出されるわけではな

いのである、なぜなら、一定のく主張される>規範の妥当に関して吟味・討議がなされる実践

的討議においては、そのような議論が可能であるためには、一定のく主張された〉規範とは別

に、一層普遍的・基礎的な規範が暗黙の内に承認されていなくてはならないからである O 一定

の規範の妥当に関する実践的議論は、その都度、そうした普遍的規範の妥当を前提する O しか

もそれが前提されるというのは、協働規則が議論規則として、議論当事者にとって、その議論

状況の只中で既に承認されている、という意味においてではない。一定の規範の妥当ないしは

非妥当を掲げて実践的議論に関与する者は、いわば、その議論状況に身をおく以前に、一定の

実践的議論に先立って、一層基礎的・普遍的規範の妥当を承認していなくてはならないのであ

る。実践的議論においては、そうした普遍的規範の妥当が予め既に、仮定・承認されているこ

とによって、初めて次に、実践的議論にあっても、議論規則としての協働規則というものが倫

理的に義務付けられるのであるo

このように見てくると、コミュニケイション倫理学、討議倫理学における、議論一般の語用
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論的前提への超越論的反省から、直ちに直接的に倫理的根本規範を導き出すという超越論的語

用論的な規範基礎付けの試みは、われわれにとって問題である、と言わなくてはならない。確

かに、真理問題をテーマとする理論的議論にあっては、実践的に、<協働への義務付け>が不

可避的に課せられており、従ってN3が倫理的根本規範として要求されるo なぜなら、それな

しには、議論が超越論的語用論的に不可能であるからであるo しかし、規範の妥当が問題とさ

れる実践的議論にあっては、議論に先立って与えられるべき基礎的普遍的規範の妥当が予め仮

定されていないことには、実践的議論は不可能であり、従って又、議論規則としてのく協同へ

の義務付け〉やN3の規範は、導き出され得ない。普遍的規範の妥当は、いわばその都度の議

論状況を越えているo 普遍的規範の妥当それ自身は、議論への超越論的語用論的反省によって

直ちには基礎付けられ得ないのであるo

、ーパーマスは、 「普遍化原則」が道徳原理として基礎付けられることによって、初めて、

討議倫理学、コミュニケイション倫理学が可能である、と考える側 o というのも、彼にあっ

ては、普遍化原則が、その都度の実践的な議論状況に先立って仮定されるべき普遍的・基礎的

な規範のく形式>である、と考えられているからではなかろうか冊 O 彼によれば、普遍化原

則は、どのような規範も妥当的であるために満たさなくてはならないところの根本条件であるO

そのような意味での道徳原理であるo そしてこの原則は次のように方式化される。 I各規範が

く普遍的に>遵守された場合、その都度、そのことからく各>個人の諸関心の充足に対して

(予測的に)生じるような、そのような帰結や付随的結果が、く一切の>関係者によって受諾

され得る酬」という条件である。われわれはここで、このように示される普遍化原則それ自

身について、あれこれと詮索する余裕を持たない。唯われわれが注目すべきことは、この普遍

化原則が、単に、実践的議論の対象を成す具体的内容的な諸規範から区別されなければならな

いだけではなくて、議論の語用論的前提としての規範内容からも区別されねばならない制と

言う、彼の指摘である。普遍化原則は、議論の語用論的な前提としてのく協働規則〉や討議倫

理学の倫理的根本規範である N3よりも、尚一層根底的な道徳原理であるo それが初めて、

「実践的討議における同意を可能にする倒」のであるo 彼によれば、普遍化原則が根底的な

「一つの議論規則」として導入されることによって初めて、討議倫理学への道が開けるのであ

るo 一定の規範が普遍化原則を満たしているのかどうかの吟味は、彼にしても、実践的討議に

おいてのみ検証され得る。議論以外に、そのことの検証される場があるわけではなL、。このこ

とが、更に特に、普遍化原則の妥当それ自身が、暗黙の内に仮定されていることによって、そ

の限りにおいて次に、討議倫理学の説くく議論パートナーの相互承認>や<実践的合意を求め

よ〉の倫理的原則が、導き出されるのである D

コミュニケイション倫理学における道徳規範の超越論的語用論的基礎付けにあっては、議論

一般の語用論的前提から直接的に倫理的根本規範が反省的に導き出されるわけであるO しかし、

そうした道徳規範の基礎付けが可能であるためには、実践的討議において普遍化原則が道徳原
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理として暗々裏の内に仮定・承認されていなくてはならないということ、そのことが、超越論

的語用論者には見失われている、と言ってよ ~'o コミュニケイション倫理学の掲げる倫理的根

本規範 (N3) は、それ自身内容的な規範であるo しかしそれは、論者が言うように、議論一

般の可能性への超越論的語用論的な反省によって十分に導き出されるものではな ~'o そうした

規範がそもそも規範として成立し呈示され得るには、道徳原理として白普遍化原則、例えばく妥

当的な道徳規範は、一切の関係者による同意に値しなくてはならない>の原則が、予め、その

都度の実践的議論状況に先立って、仮定されていなくてはならないのであるo コミュニケイショ

ン倫理学は、このことを自覚的に把握することなく、普遍化原則を議論一般の語用論的前提に、

いわば同化しているのである棚 o

コミュニケイション倫理学に対しては、普遍化原則との関連で、手厳しい批判が、例えばo.

へッフェによってなされている。彼は、超越論的語用論的コミュニケイション倫理学、討議倫

理学における道徳規範の基礎付けが、一種の論理的循環論証である、と非難するo

へッフェにしても棚、哲学的倫理学の根本課題は、一切の倫理的行為、従って人倫性 Sitt-

lichkeitの「最高かっ最終の尺度MaBstabJの探究におかれなくてはならな l'o道徳規範が

それ自身、諸々の具体的倫理的行為の尺度を表わすものであるが、 「最高の尺度」は、諸々の

道徳規範を道徳規範たらしめる尺度、尺度のための尺度として、倫理的根本規範あるいは道徳

原理と呼ばれるO 討議倫理学では、 「人倫性の最高の尺度」が、く討議ないしはコミュニケイ

ション(における実践的合意)>に求められる D この限り、討議倫理学の呈示する倫理的根本

規範は、 「普遍化原理Prinzipder Verallgemeinerung蜘」に類似するo 普遍化原理に合致す

る規範は、あらゆる人々に妥当するのであるから、当然又、討議において普遍的に同意される

べきであるからであるo ところで討議倫理学は、歴史的・事実的な実在的討議(における事実

的同意)を道徳原理として掲げるわけでは、もとよりな~'0 I理想的討議(における実践的合

意)Jが根本規範として呈示される。理想的な諸条件の下にある討議のみが、根本規範として

最認されるo しかもその場合、理想的討議の「理想性の条件」が「倫理的・規範的意味」をも

たざるを得ないのであるo

討議倫理学における道徳規範の基礎付けを、このように見るへッフェからすれば側、その

基礎付け論証は、方法論的困難に陥っているのである。理想的討議は倫理的・規範的諸前提を

予め満たさなくてはならないのであるから、討議倫理学は、そのような或る種の倫理的諸原則

(規範)を、自明的なものとして前提するO にもかかわらず討議倫理学にとっては、<討議>

が、 「これによって初めて倫理的諸原則が正当化される決定機関であるべきだ」し、一切の倫

理的諸原則を、その倫理的妥当性如何に関して吟昧する「最高の道徳星洋Jなのである。 I従っ

て理想的討議の理論は、論理的循環証に陥っている」のであるo へッフェは、討議の<理想性

の条件>が理想的討議の暗黙の前提条件として構成される規範的要素を、次のように明示する。

「議論当事者の身体と生命は不可侵のものと見なされること」、 「意見の一致が意識的・自発
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的に、従って相互に強要されずに求められること」、そして「その際、欺きも欺かれもしない

こと」であるO してみれば、討議の「理想性の条件」であるこれらの倫理的諸原則を基礎付け

ること、その基礎付けのための尺度を呈示することこそが、哲学的倫理学の第 1の課題である

はずである。しかし討議倫理学は、この課題を解決しようとすれば、論理的循環を犯さざるを

得ないのであるo

確かに、こうしたへッフェの循環論証非難に対しては、逆にコミュニケイション倫理学の側

からの反論が挙げられるo 因にベーラーによれば側、へッフェの批判は、超越論的語用論を

厳密に反省として理解せずに、単なる「理論」として誤解していることに根差していることだ

とされる。理論的態度では、外から、仮説としての期待や方法論的立場としての尺度が対象に

対して運び込まれる。もしも道徳規範の基礎付けにおいても事情が同様であるであるとするな

らば、そうした基礎付けには循環論証批判が避けられなくなるO 即ち、 「理論」としての基礎

付けは、その対象である「人倫性」や道徳規範に対して、外側から、道徳規範の妥当性の「尺

度」を持ち出してこなくてはならないわけである。しかしこの尺度(理想的討議における同意

的コミュニケイション)自身が、その対象(人倫性)の領域から取り出されるとすれば、この

ような基礎付けは循環論証に他ならないからである。しかるに超越論的語用論的反省による道

徳規範の基礎付けにあっては、人倫性に対する尺度を、外側から引き寄せる必要が少しもなし」

超越論的語用論的反省においては、 「その尺度がひとりく真撃な議論の主体としての>学的・

哲学的<主体〉への反省によってのみ得られる」のであり、 「その尺度が、合理的に背後に回

り得ない………く議論の妥当性に対する尺度〉として示される」のである。そしてそれが同時

に、道徳的尺度なのであるO 従って、超越論的語用論反省による道徳規範の基礎付けに対して、

循環論証非難は当てはまらない、とされるのである。

このベーラーの反論は、一見尤もであるO 超越論的語用論的反省は、人倫性や道徳、規範の基

礎付けのための尺度を、理論的態度におけるように理論主体の外側から引き出し、これを対象

に運び込むのではない。それは、反省主体自身から獲得されるo それゆえに、この尺度が対象

領域から取り出されることによる循環の懸念は、生じないからである。しかしそのように議論

主体への反省によって獲得される尺度、即ちく議論の妥当性に対する尺度>が、同時に<道徳

規範の妥当性に対する尺度>でもあるのは、どうしてか。そう言えるためには、議論主体への

反省が、これによって基礎付けられるべき対象としての人倫性をも、反省主体の内に取り込ん

でいるということが、暗黙の前提でなくてはならないのであろう O 言い換えれば、反省主体が、

議論主体であると同時に文、予め既に、人倫性の内に身をおいているような主体でなくてはな

らないのである。へッフェによる循環論証非難の主眼は実は、このことに向けられている、と

言ってよし、。 i言語語用論から倫理学へのく移行>、即ち、合意的コミュニケイションを人倫

性として同定すること」は「人倫性についての前了解を前提するo この前了解がなければ、ひ

とは合意的コミュニケイションを人倫性の(範例的)事例として同定できない働」のであるo
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アーベJレに代表されるコミュニケイション倫理学に対する、このようなへッフェの批判は、

基本的に的を得ているように思われる。先にわれわれは、クールマンの所論に立ち入った検討

を加えることを通して、道徳規範の超越論的語用論的基礎付けには、問題が残ることを指摘し

た。議論への超越論的語用論的反省によって、クールマンが説くような仕方で、コミュニケイ

ション倫理学の根本規範 (N3)が呈示され得るためには、議論状況一般の中に予めく協働へ

の倫理的義務付け>が投げ込まれていなくてはならな ~\o そうしたく投げ入れ>を、クールマ

ンはN3の呈示に当たって「倫理的前了解Jに言及するときに、或る程度気づいているO しか

し、その前了解の意味が十分に自覚されていないために、倫理的根本規範 (N3)を導き出す

彼の論証が暖昧に展開されたのである。確かに彼は、議論状況一般へのく協働の義務付け>の

く投げ入れ>を事実上、行なっているのであり、それが可能であることを或る程度示している

と言ってよい。なぜなら、われわれの見るところ、実践的討議から区別されるべき理論的討議

にあっては、我々がく議論の背後に回ることができない>以上、それと同時に又、或る種の倫

理的規範を実践的に予め既に承認してしまっていることを、認めざるを得ないからである。し

かしそのことは、実践的関心が相衝突し合い、一定の具体的規範の妥当に関して議論がなされ

るような実践的討議にあっても、理論的討議における倫理的根本規範と同種の規範が前提され

なくてはならないことを、直ちに意味するわけではな ~\o クールマンは、総じて又、超越論的

語用論者は、実践的議論状況においても、他ならない<協働への義務付け〉が投げ込まれなけ

ればならない根拠を示していない。コミュニケイション倫理学は、そうした根拠を問題として

いない限り、ヘッフェの言う論理的循環論証の非難から免れることはできないであろう O われ

われは、このような根拠問題がわれわれ自身に課せられているとすれば、この問題の地平にお

いて、道徳原理としての普遍化原理の意義を改めて捉え直してみる必要があるのである O
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付け〉に向けられる。それゆえ、以下の「超越論的語用論」に関するわれわれの取り扱いは、種々の

点で不行き届きであることを認めざるを得ない。

(14) V g 1.， W. K uhlmann， 1st eine philosophische Letztbeg巾ndungmoralischer 1¥Tormen 

moglich? in: 8tudientexte 2， 8.580. 

(15) Vg1.， D. Bふhler，Rekonstruktive Prαgmatik， 1985， 8.358. 

(16) Vg1.， K. -0. Apel， Trαnsformation der Philosophie， Band 2， 1976， 8.327. 

(17) Vgl.， 8tudientexte 2，8.582， (18) Vgl.， W. Kuhlmann， ibid.， 8.583f. 

(19) V g1.， H. Albert， Trαktα uber kritische Vernunft， 1975， 8.12ff. 
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(20) Vgl.， W. Kuh1mann， ibid.， 8.581. (21) Vgl.， J. Habermas， Moralbewuβtsein 

und kommunikatiues Bαndeln. 1983. 8.90. 

(22) Vgl.， D. B己h1er，ibid.， 8.365. (23) Vg1.， K. -O. Apel， ibid.， 8.413. 

(24) Vgl.， W. Kuhlmann， ibid.， 8.578. アーベルは、この中心的を「超越論的反省の出発する

く最高の点>Jと呼び、これを、 「方法論的唯我論的」な「対象意識と自己意識との統一」に看て取

るのではなくて、 「意味了解・真理合意としてのく解釈の間主観的統一>Jに見出すのであって、こ

の超越論的語用論の出発点は超越論哲学の「意味批判的変形」である、としている (vgl.， K.-O. A-

pel， ibid.， 8. 411)。

(25) Vgl.， W. Kuhlmann， ibid.， 8.603. 

(27) Vgl.， W. Kuhlmann， ibid.， 8.578. 

dung， 8.22. 

(26)α.α. 0.， 8.585. 

(28) W‘Kuhlmann， Reflexiue Letztbegrun-

(29) V gl.， α.α.0.， 8.23. 

(30) V g 1.， K uhlmann ， 1st eine philosophische Letztbegmndung morαlischer 1¥Tormen mog-

lich? 8.589. (31) V gl.， α.α.0・， 8.585f. 

(32) W. Kuhlmann， Reflexiue Letztbegmndung， 8.23. 

(33) a. a. 0.， 8.24 (34) V gl.， α.α. 0.8.25f. 

(35) a. a. 0.， 8.26f. (36) Vgl.， D. B己hler，ibid. 8.359. 

(37) V g 1.， D. B己hler，Trαnszendentαlprαgmαtik und kritische Moral， in: Kommunikation 

und Reflexion， herg. von W. Kuhlmann und D. B6hler， 1982， 8.87. 

(38) D. B己hler，Rekonstruktiue Pragmatik， 8.360. 

(39) Vgl.， D. B己hler，Trαnszendentalprαgmatik und kritische Moral， 8.88--90. 

(40) a. a. 0.， 8.90f. (41) Vg1.， W. Kuhlmann， Reflexiue Letztbe-

grundung， 8.27.182. J. Habermas， ibid.， 8. 93. 

(42) Vgl.， D. B品hler，ibid.， 8.90-1. 

(43) アーペルは「いかなる問題論究にあっても前提されるく合理的議論〉は、普遍的な倫理的諸規範の

妥当を前提する」というテーゼによって、 「科学時代における倫理学の根本原理を革新すること」を

意図する。論理学、同時に又、諸科学やテクノロジーは、その可能性の条件として、倫理学を前提す

るのである。というのは、学における「論証の論理的妥当は、問主観的了解と合意形成との能力を具

備した思惟する人々の共同体というものが、原理的に前提されないことには、吟味され得ず」、「我々

の思惟の論理的正当化は、現実的議論共同体を、それと共に道徳的根本規範の遵守とを、前提する」

からである。即ち、 「議論共同体にあっては、同等の資格を有する議論パートナーとして全構成員が

相互承認されることが、前提されて」いなければならないからである。又、 「一切の言語表現、更に

は一切の意味ある行為は...・ H ・..潜在的な論証として捉えられ得るのであるから、議論パートナーとし

ての相互承認という根本規範には、あらゆる人聞の……く人格>としての承認の根本規範が、潜在的

に含意されている」のである。学において倫理学が前提されるのは、もとより、学における立言内容
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に関する「事象関係的な悟性機能の次元」に関連してでのことではない。それはどこまでも、学の

「立言の意味と妥当とに関する間主観的了解の次元において」のことなのである。こう Lて、 「コミュ

ニケイション共同体のアプリオリにおける論理学従って又諸科学のく超越論的・語用論的〉基樹守け」

が可能であると見なされ、その基礎付けが同時に、コミュニケイション倫理学の合理的基礎付けへの

移行を可能にするのである。 (Vgl.， K.ーO.Apel， ibid.， 8. 395-403)。

(44) W. Kuhlmann， Reflexive Letztbegrundung， 8.185. 

(45)α.α.0.， 8.189. (46)α. a. 0.， 8.207. 

(47)αー α.0・， 8.214. (48) Vgl.， α.α.0.， 8.28. 

(49) V gl.， a.α.0.， 8.29. (50) Vgl.， α.α.0.， 8.184f. 

(51) Vgl.， D. B己hler，ibid.， 8.83f. (52) W. Kuhlmann， ibid.， 8.185. 

(53) Vgl.， α.α.0・， 8.186. (54) Vgl.， α.α. 0.， 8.189f. 

(55) V gl.， α.α 0.， 8.215ff. (56) V gl.， a.α0.， 8.188.193. 

(57) Vgl.， W. Kuhlmann， 1st eine philosophische Letztbegrundung morαlischer 1¥Tormen 

rrwglich? 8.595f. (58) Vgl.， αー α.0.，8.596f. 

(59) V gl.， a.α.0.， 8.597. (60) Vgl.， W. Kuhlmann， Reflexive Letztbe-

grundung， 8.193--5. 

(61) われわれは「投げ入れ」の語を， rコミュニケイション倫理学」における道徳規範の超越論的語用

論的な最終基礎付けを「循環論証」であるとするへッフェの非難を念頭において、用いるo もっとも、

彼自身によってこの語が使用されるわけではない(vg1.， O. Hoffe， Kαntische Skepsis gegen die 

transzendentale Kommunikαtionsethik， in: Kommunikation und Reflexion， 1982， herg. 

von W. Kuhlmann u. D. Bohler， 8.523.......5)。われわれの見るところこの点に関するへッフェの

調察は基本的に正しい。われわれの指摘する「投げ入れJ問題に関して、後で指摘するようにクール

マンは、確かに前者の問に対しである程度答えているが、後者の聞に対する釈明はクールマンに限ら

ず「論者jに見出すことができないからである。

(62) Vgl.， W. Kuhlmann， ibid同， 8.196. 

(64) Vgl.， α. a. 0.， 8.196--8. 

(66) V gl.， α.α.0.， 8.199. 

(68) Vgl.， W. Kuhlmann， ibid.， 8.199. 

(70)α.α.0.， 8.204. 

(72) Vgl.， α.α.0.， 8.203. 

(63)α.α0.， 8.198. 

(65) V gl.， a.α. 0.， 8.197. 

(67) 本稿18-19頁参照。

(69)α.α. 0.， 8.208. 

(71) V gl.， a.α.0.， 8.200. 

(73) 議論にあっての無条件的義務付けは、議論において、主張の「真理要求が掲げられ、これが吟味さ

れるようなJr理論的討議にあってののみ、妥当するのではないか」という問題に同じく配慮するベー

ラーも、理論的討議と実践的討議との深い結び付きを指摘するo 彼によれば、実践的討議は理論的討

議に「実質的に依存する」のである。但し、理論的討議は「学問内部の催し」であるだけではない。
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およそ思惟し語る人であれば何を話題にするlこせよ、 「くXeρ〉は、本当のことなのか」といった

聞に真面目に答えようとする。理論的討議はこうした各人の営みであるとすれば、そうした聞に答え

るζとなしには、我々は、く我々が何を為すべきか〉という実践的聞に解決を与えることができない。

「その状況記述が適切であるのかどうか」の理論的問題は、実践的討議の「死活点」、である。例えば、

「平和運動」は、 「政府当局の状況記述の真理要求」を先ず問題としな Gτはならない。 I核戦略的

均衡が、 300機の88ロケットの配備によって崩されてLまった」という戦略的主張について、 「それ

は本当なのか」と「その主張の真理吟味」がなされなくてはならない。ベーラーのこの説明は、一応

尤もである。とはいえ、たとえ状況記述に関する理論的問題の解決が、実践的討議にとっての死活的

問題であり、従って、そのような理論的問題の理性的理論的合意が得られるべきだとしても、だから

といって、それと共に、くこ叫状況に対して我々はいかに対処すべきであるか〉という本来の実践的

問題に関する合意的解決が、彼の実例に則して言えば、世界平和の実現に関わる具体的規範に関する

実践的合意が、直ちに得られるわけでも、得られるべきでもないであろう o われわれが問題とするの

は、実はこの点であるが、しかしベーラーもこのことには何も触れていないのである。 (Vgl.， D. 

B己hler，Rekonstruktive Prαgmatik， 8.38lff.)。

(74) V gl.， W. Kuhlmann， ibid.， 8.228--30. (75)α.α. 0.， 8.146. 

(76) V gl.， α. a. 0.， 8.229f. (77) Vgl.， J. Habermas， ibid.， 69f. 

(78) V gl.， a.α.0.， 8.7ι 

(79) ハーパーマス自身は「普遍化原則」を、議論状況に先立つものであるとは明示していない。否、む

しろその原則をどこまでも「議論規則」として導入することが彼の意図である。 Lかしその原則は、

議論の語用論的前提としての倫理的規範内容である「議論規則Jよりも一層根底的で形式的な「議論

規則」だ、とされる。その意味でそれは、議論当事者にとって、少なくともくその都度の具体的な実

践的議論状況〉に先立つて仮定されなくてはならないような倫理原則である、と言っても強ち過言で

はないであろう。

(80)α，α.0.， 8.75--6. 

(82)α.α.0.， 8.76. 

(81) Vgl.， α.α.0・， 8.103. 

(83) それゆえに又、コミュニケイション倫理学、討議倫理学が呈示する倫理的根本規範に対して、たと

えそれは討議を規制する規範たり得ても、行為一般を規制するような規範であり得ない、という批判

がなされることにもなる (vgl.， J. Habermas， ibid.， 8. 96)。これに対し、確かに超越論的語用

論者の側からの反論が試みられてはいる。例えば、実践的合意への義務付けが、単に議論当事者とし

ての役割にある我々にのみ関わるのであり、それ以外の役割にある我々に関わらないのではないか、

という批判を予想する (vgl.， W. Kuhlmann， Reflexiue Letztbeg巾ndung，8.200) クールマン

は、これに答えて次のように言うo 実のところこの轟務付けは、議論以外の一切の役割lと観点にある

我々にも関係する、なぜなら議論行為は、それ自身は議論行為でない他の行為に対して多様な関係に

あるからである。議論当事者の協働の仕方を規制する議論規則は、討議内部の諸関係だけではなくて、
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間接的に、議論行為と他の行為との関係をも規制するのである、と。しかしここでも彼は、討議内

的な事柄と討議外的な事柄とが密接に絡まってくる実践的討議として、議事規則的討議を念頭におい

ているのである。従って、彼のこうした論法から、確かに、議論行為に関わる限りでの他の行為に対

しては、実践的合意への義務付けが規制力をもつものとして、呈示され得ょうが、しかし、議論状況

を脱してしまっている行為の領域に関連して同様の義務付けが基礎付けられるのかどうかは、少しも

明らかにされていないかgl.， α.α.0.，8.204fO。

(84) O. H己ffe，Kαntische Skepsis gegen die trαnszendentαle K ommunikationsethik， 8. 

521--3. 

(85) へッフェは、カントの定言命法をさしあたって文字通り継承して、 「普遍化原理」を提唱する。

「普還化の手続きは、一種の思考実験であって、そこにおいて…H ・H ・格率が……共同的生の普遍的法

則として思惟され意欲され得るかどうか、という聞が立てられなければならない (0. Hるffe，Der 

Stαndpunkt der Morαl: Utilitαrismus oder Uniuersαlisierbarkeit? in: 8tudientexte 2，Fun 

kkolleg， Praktische Philosophie/ Ethik， 1984， 8.538)oJ (Vgl.， O. Hoffe， Sittlich-politis-

che Disたurse，1981， 8.60f.)。

(86) O. H己ffe，K antische Skepsis gegen die trαnszendentale Kommunikαtionsethik， 8.523.......，4. 

(87) Vgl.， D. B己hler，Transzendentαlprαgmatik und kritische Moral， 8.93--5. 

(88) O. H品ffe，ibid.， 8.525. 
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